
（平成２２年４月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 49 件

国民年金関係 27 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 44 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 32 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 3599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 11 月から 50 年３月までの期間、58 年４月から 60 年３

月までの期間及び平成元年３月から同年５月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 11月から 50年３月まで 

② 昭和 58年４月から 60年３月まで 

③ 平成元年３月から同年５月まで 

私は、昭和 48 年 11 月に国民年金に任意加入してから、ずっと国民年金

保険料を納付していたが、途中に未納期間があることに気が付いたので、

納付できる期間の保険料をまとめて納付した。 

第３号被保険者から第１号被保険者となった際も種別変更手続を行い、

国民年金保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、その前後の期間の国民年金保険料は納付済みとさ

れており、申立期間①の前後の期間を通じて、申立人の住所や申立人の夫の

仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の

５か月と短期間である申立期間①の保険料が未納とされていることは不自然

である。 

   また、申立期間②のうち昭和 59 年度については、申立人は、未納期間があ

ることに気が付いたので、納付できる期間の国民年金保険料をまとめて納付

したと主張しているところ、申立人が所持するメモに記載されている金額は、

同年度及びその直後の 60 年度の保険料額の合計金額と一致しており、その

メモに記載されている日付から、当該メモは、昭和 61 年３月ごろに作成さ

れたものであると推認され、その時点において、昭和 59 年度は、過年度納



 

  

付により保険料を納付することが可能な期間である上、60 年度の保険料は納

付済みとされていることから、申立人が申立期間②のうち 59 年度の保険料

を納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立期間②のうち昭和 58 年度については、申立人は、国民年金に

任意加入してから、ずっと国民年金保険料を納付してきたと主張していると

ころ、上記のとおり、申立人は、昭和 48 年 11 月に国民年金に任意加入して

から申立期間②の直前の 58 年３月までの保険料をすべて納付していたもの

と推認される上、申立期間②のうち昭和 59 年度の保険料は、過年度納付さ

れていたものと推認されることから、申立人が、途中の 12 か月と短期間で

ある 58年度の保険料を納付しなかったとは考えにくい。 

   加えて、申立期間③については、申立人は、第３号被保険者から第１号被

保険者となった際も種別変更手続を行い、国民年金保険料を納付したと主張

しているところ、申立人は、平成元年６月に社会保険事務所（当時）におい

て交付されたものと推認される年金見込額回答票を所持しており、その時点

においては、国民年金の種別変更手続を行うこと、及び申立期間③の保険料

を納付することは可能であることから、申立人が、３か月と短期間である申

立期間③の保険料を納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年２月及び同年３月 

私は、昭和 59 年２月ごろ、それまで勤めていた会社で厚生年金保険に加

入していたため、途切れずに年金に加入しようと思い、区役所で国民年金

の加入手続を行った。その後勤めた会社から、申立期間当時の国民年金保

険料は自分で納付するように言われ、給与の中から、銀行で納付書に現金

を添えて納付した。私は、申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、その前後を通

じて申立人の住所及び仕事に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められ

ないことから、途中の申立期間の保険料が未納とされているのは不自然であ

る。 

   また、申立期間は１回、かつ２か月と短期間であり、申立人は、申立期間

を除き国民年金加入期間中の保険料をすべて納付している上、厚生年金保険

から国民年金への切替手続を複数回適切に行っているなど、保険料の納付意

識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3601 

 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年 10 月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から 61年３月まで 

私は、昭和 53 年 10 月ごろ、友人に勧められ、市役所で国民年金の加入

手続を行い、61 年４月に国民年金第３号被保険者となるまで国民年金保険

料を納付し続けていたにもかかわらず、申立期間が未納及び未加入とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、昭和 53 年 10 月ごろ、国民年金の任意加入手続を行い、国民

年金保険料を納付し続けていたと主張しているところ、申立人の所持する

年金手帳及び特殊台帳から 56 年４月 26 日の資格喪失日が記載されており、

途中の申立期間のうち 55 年 10 月から 56 年３月までの期間については、

国民年金保険料を納付していたとの主張も不合理なものではない。 

    また、国民年金保険料を申立人の夫の給料をもとに納付していたとする

申立人の主張については、申立期間当時、その夫は厚生年金保険に加入し

ており、その標準報酬月額から、申立人の保険料を納付できる十分な資力

があったものと推認できる上、申立期間の前後を通じて申立人の住所やそ

の夫の職業に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、

保険料を納付していたと考えても特段不合理な点は見受けられない。 

    さらに、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料を

すべて納付している。 

 

  ２ 一方、申立人は、昭和 61 年４月に国民年金第３号被保険者となるまで国



 

  

民年金保険料を納付し続けていたと主張しているが、上記のとおり、年金

手帳及び特殊台帳により、56 年４月 26 日に資格喪失している記録が確認

できることから、申立期間のうち同年４月から 61 年３月までの期間は未

加入期間であるため、国民年金保険料を納付することができない。 

    また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年 10 月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年９月から 40 年４月までの期間、44 年２月から同年５月

までの期間、同年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 39年９月から 40年４月まで 

② 昭和 44年２月から同年５月まで 

③ 昭和 44年７月及び同年８月 

私の国民年金については、私が勤務していた会社を辞めるたびに、母親

が加入手続を行い、保険料も納付していた。 

申立期間②については、記録では国民年金には未加入とされているが、

当時加入していたことが確認できる国民年金手帳を所持している。 

申立期間①、②及び③について、国民年金に未加入とされ保険料を納付

していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①、②及び③は、それぞれ８か月、４か月、２か月と短期間で

ある上、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、申立

期間の前後を通じてＡ業を営んでおり、安定的な収入があったとしている

ことから、申立人の保険料を納付できるだけの資力を常に有していたもの

と考えられる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人が所持している昭和 44 年４月７日付け発行

の国民年金手帳では、申立人が申立期間②は国民年金に加入していること

が確認できるとともに、当該国民年金手帳に記載された国民年金手帳記号

番号は、統合された時期は不明であるものの、48 年１月に申立人へ付与さ

れた別の国民年金手帳記号番号と統合されていることが確認できることか

ら、申立期間②が未加入期間とされていることは、行政の記録管理に誤り



 

  

があったものと認められる。 

    また、申立人の前後の国民年金手帳記号番号が付与された任意加入被保

険者の資格取得日からも、申立期間②に係る国民年金加入手続は、申立人

が昭和 44 年２月に厚生年金保険被保険者の資格を喪失して間もない同年

４月に行われたものと認められるが、加入手続を行ったにもかかわらず、

国民年金保険料を全く納付しなかったとするのは不自然である。 

 

  ３ 申立期間③についても、申立期間②において申立人の国民年金加入手続

を適切に行ったその母親が、昭和 44 年７月に申立人が厚生年金保険被保

険者資格の喪失をした後、申立人の国民年金加入手続を行わなかったとは

考えにくく、申立期間②と同様に加入手続を行ったものと考えるのが自然

である。 

 

  ４ 当委員会の調査において、申立人のように同一区内において全く転居し

ていないにもかかわらず、別の国民年金手帳記号番号が重複して付与され

ている事例が、申立人が申立期間当時に居住していた区について散見され

ることを踏まえると、申立期間①においても別の国民年金手帳記号番号が

付与された可能性も否定できない。 

    また、申立期間①直前の昭和 39 年４月まで同居していた申立人の姉につ

いては結婚により別居するまでの期間の国民年金保険料が納付済みになっ

ており、申立人は口頭意見陳述において、姉が結婚して家を出るまでの期

間の保険料については申立人の母親がすべて納付していたことを鮮明に記

憶していることがうかがわれることから、申立期間①の保険料についても、

申立人の母親が納付していたものと考えられる。 

 

  ５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 50 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 50年３月まで 

私は、私の夫が昭和 44 年４月に会社を退職してＡ業を始めてからしばら

くしたころ、義母から国民年金の加入を勧奨する旨の手紙が届いたことか

ら、市役所に行き夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。申立期間の

国民年金保険料について、納付場所をはっきり記憶していないが、夫の知

人から、さかのぼって保険料を納付できることを聞いていたことから、間

違いなく過去にさかのぼって保険料を納付したはずであり、その際、窓口

の担当者に「主人が転職して独立した時期までさかのぼって納付しま

す。」と話したことも記憶している。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、義母からの国民年金の加入を勧奨する手紙を受け取ったことか

ら、市役所で国民年金の加入手続を行い、昭和 44 年４月までさかのぼって

国民年金保険料を一括して納付したと主張しているところ、申立人は、市役

所で国民年金の加入手続を行った際、窓口の担当者に「主人が転職して独立

した時期までさかのぼって納付します。」と話したことを具体的かつ鮮明に

記憶している上、その夫から、申立人が市役所で国民年金の加入手続を行い

帰宅した時に、申立人から国民年金保険料をさかのぼって一括して納付した

話を聞いた旨の証言が得られていることから、申立人の主張は基本的に信用

できる。 

   また、申立人の夫の保管する確定申告書によると、当時、その夫の事業は

順調に推移していたものと推認できる上、申立人は、申立期間後の国民年金



 

  

保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識は高かったものと認められ

ることから、申立人が申立期間の保険料を納付できなかったとする特段の事

情はうかがえない。 

   さらに、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の任意加入者の加入手続日より昭和 50 年 11 月と推認で

き、この時期は第２回特例納付が行われていた期間である上、申立期間は国

民年金の強制加入期間であり、かつ、申立期間の一部は時効により納付でき

ない期間であるものの、申立人と同時期に加入手続をしたと推認できる者の

中に、申立期間が納付済みとなっている者が確認でき、しかも、その者につ

いては、｢特殊記録有｣とのオンライン記録があるにもかかわらず、制度上存

在するはずの特殊台帳が無いことから、当時、行政側において制度どおりの

適正な運用を行っていなかったものと認められ、申立人についても同様に納

付を受け付けていた可能性が指摘されることから、申立期間は納付が可能で

あったものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 12 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月 

私は、高校を卒業して、アルバイトや契約社員として働いていたころ、

母親から将来のことを考えて国民年金に加入するように勧められたので国

民年金に加入した。国民年金保険料については、自宅近くの金融機関で納

付した。納付した保険料については、申立期間を含め、領収書を見て保険

料額をメモ用紙に転記したものを残しており、前回の申立てではこのメモ

書きが信憑
ぴょう

性があるとして認められた。今回の申立期間は、前回の申立て

で漏らした期間なので、申立期間の保険料納付を認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ１か月と短期間である上、申立期間の前後の国民年

金保険料は納付済みとなっており、申立期間の前後を通じて申立人の住所や

その夫の職業に変更はなく、生活上の大きな変化は認められないことから、

途中の申立期間のみが未納とされていることは不自然である。 

   また、申立人は、平成５年の転居に伴い、それまで納付していた国民年金

保険料の領収書を廃棄するに当たって、当該領収書から転記したとするメモ

用紙を所持しており、それには、保険料を納付した期間として 22 か月分

（昭和 58 年 10 月から 60 年９月まで、ただし、厚生年金保険に加入してい

た同年１月及び２月を除く。）、保険料額の合計 13 万 7,620 円が記載され

ており、メモに記載された保険料額は、実際の額に一致していることが認め

られる。しかも、申立人が、さきに 59 年 10 月から 60 年３月までの期間及

び同年３月から同年９月までの期間について申立てを行った際に、当該メモ

用紙については、経年劣化が見られることも、申立人の主張に信 憑
ぴょう

性があ

ると判断された理由の一つとされ、当委員会の決定に基づく平成 21 年１月



 

  

15 日付けで年金記録の訂正が必要である旨の通知が行われている。今回の申

立てにおいても、申立人は先の申立てから漏れた昭和 58 年 12 月の保険料に

ついて、当該メモ用紙において記載されていることをもって納付したと主張

しているが、前回の申立てと同様に納付していたと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は、ほかに国民年金保険料が未納とされている期間につい

ては、当該メモ用紙に記載されていないことを理由として、前回の申立ての

時と同様に今回も申立てをしないとしていることから、申立人の主張は一貫

性があり、基本的に信用できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3605 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 12 月、61 年１月及び 62 年３月の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49年５月から 58年 11月まで 

② 昭和 60年 12月及び 61年１月 

③ 昭和 62年３月 

私は、20 歳になった昭和 49 年ごろに国民年金の加入手続を行い、その

際に青色の年金手帳が交付された。加入手続後の国民年金保険料について

は、納付書により、加入当初は自宅近くの郵便局、その後は市役所内の金

融機関で納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間②及び③の国民年金保険料について、市役所内の金

融機関で納付書により納付していたと主張しているところ、申立人が保険

料を納付していたとする金融機関は当時実在していた上、納付書により保

険料を納付することが可能であったことから申立内容に特段不合理な点は

認められない。 

    また、申立期間②及び③の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとさ

れており、その前後を通じて、申立人の住所や仕事に変更はなく、生活状

況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間②及び③の保険

料が未納とされているのは不自然である上、申立期間②及び③について、

申立期間はそれぞれ２か月及び１か月と短期間である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人が国民年金の加入手続を行った時期

は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得



 

  

日から、昭和 58 年８月ごろと推認でき、その時点では申立期間①の大半

は時効により納付できない期間である上、申立人は、申立期間①の保険料

をさかのぼって納付した記憶はなく、別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡も見当たらない。 

    また、申立人は、20 歳になったころに国民年金の加入手続を行ったと主

張しているが、加入手続を行った時期及び場所の記憶が曖昧
あいまい

である上、申

立人が加入当初に交付されたとする国民年金手帳の色は、申立期間①当時

のものと異なっていることから、国民年金の加入状況が不明である。 

    さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年 12 月、61 年１月及び 62 年３月の国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年８月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められ、62 年

３月から同年 12 月までの国民年金保険料については、国民年金第３号被保険

者期間であったが重複して納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年８月から 51年３月まで 

② 昭和 57年３月から 59年３月まで 

③ 昭和 61年４月から同年 12月まで 

④ 昭和 62年１月及び同年２月 

⑤ 昭和 62年３月から同年 12月まで 

⑥ 昭和 63年１月及び同年２月 

⑦ 昭和 63年３月から平成５年９月まで 

⑧ 平成５年 10月 

申立期間①について、私は、昭和 50 年５月に昭和 50 年度の国民年金の

定額保険料及び付加保険料を一括して納付したが、昭和 50 年８月から夫の

海外勤務により国内に居住していなかったため、当該期間が国民年金の未

加入期間となっていることに納得がいかない。 

申立期間②について、私は、夫の海外勤務が終わって帰国した昭和 57 年

３月に、再度国民年金の加入手続を行い、定額保険料及び付加保険料を納

付したはずであり、当該期間のうち、同年同月から同年９月までの期間及

び 58 年１月から 59 年３月までの期間の付加保険料のみが納付していない

とされていること、及び 57年 10月から同年 12月までの厚生年金保険被保

険者期間に納付した定額保険料及び付加保険料のうち、付加保険料が還付

されていないことに納得がいかない。 

申立期間③、⑤及び⑦について、私は、第３号被保険者の期間であるも

のの、定額保険料及び付加保険料を納付していたはずであり、還付されて



 

  

いないことに納得がいかない。 

申立期間④及び⑧について、私は、定額保険料及び付加保険料を納付し

ていたはずであり、付加保険料のみを納付していないとされていることに

納得がいかない。 

申立期間⑥について、私は、第３号被保険者期間に納付した定額保険料

及び付加保険料のうち、付加保険料が還付されていないことに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人が所持する領収書から昭和 50 年５月２日に

同年４月から 51 年３月までの国民年金の定額保険料及び付加保険料が納

付されていたことが確認できる上、特殊台帳においても同期間の保険料が

納付されていたとする記載が確認できる。 

    また、申立期間①は海外居住期間のため、制度上、国民年金被保険者と

なれない期間であり、申立期間①の付加保険料を含む国民年金保険料は還

付の手続を行うべきところであるが、特殊台帳を含め行政の記録からは当

該期間の定額保険料及び付加保険料が還付された形跡はうかがえないこと

から、長期間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであり、制度上、

国民年金の被保険者となれないことを理由として申立期間①の保険料の納

付を認めないのは、信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

    さらに、申立期間⑤について、申立人は、直前の期間は定額保険料を納

付済みであり、直後の期間は第３号被保険者期間であるにもかかわらず定

額保険料を納付していたことがオンライン記録から確認できることから、

当該期間についても第３号被保険者期間ではあるものの、国民年金の納付

書が発行され定額保険料を納付していたと考えても不自然ではない。 

 

  ２ 一方、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧の期間について、申立人

が資格変更の都度必要な付加保険料の申出を行っていたことをうかがわせ

る事情は見当たらない上、国民年金の定額保険料が還付された申立期間②

のうち昭和 57 年 10 月から同年 12 月までの期間及び申立期間⑥に係る還

付金額にも付加保険料は含まれていないことが特殊台帳を含め行政の記録

から確認できることから、定額保険料のみを納付していたものと推認でき

る。 

    また、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧については、国民年金保

険料の納付日が、付加保険料を納付することができない過年度納付である

期間が散見される。 

    さらに、申立期間③については、さかのぼっての第３号被保険者の特例

の届出が行われた形跡がうかがえないことから、当時第３号被保険者の資



 

  

格取得手続が遅滞なく通常どおりに行われたものと推認でき、国民年金保

険料の納付書は発行されていなかったものと考えられる。 

    加えて、申立期間⑦については、第３号被保険者期間であり、直前の第

３号被保険者期間に納付された定額保険料が還付された直後の期間である

ことから、当該期間について行政機関が誤って納付書を発行し続けること

は考えにくい上、申立期間⑦当時、申立人は同一市内に居住しており、同

一の行政機関が長期間にわたり記録管理を適切に行っていなかったとは考

え難い。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年８月から 51 年３月までの国民年金保険料を付加保険料を含めて、

国民年金第３号被保険者期間で納付を要しなかった 62 年３月から同年 12

月までの国民年金保険料をいずれも納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3607 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 49 年 1 月から 52 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年 1月から 52年１月まで 

私は、昭和 48 年 11 月の結婚を契機に転居した後、隣人に勧められたこ

とから、49 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険

料については、当初、市役所の近隣に居住していたことから、徒歩で同市

役所へ行き、窓口で納付したことを記憶しており、51 年 11 月に同一市内

で転居した後は、最寄りの金融機関で保険料を納付したことを記憶してい

る。申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年 11 月の結婚を契機に転居した後、隣人に勧められた

ことから、49 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行った後、国民年金保

険料についても、同市役所の担当窓口で納付し、51 年 11 月に同一市内で転

居した後は、自宅近くの金融機関で保険料を納付したと主張しているところ、

当時、市役所の窓口で保険料を納付することは可能であった上、転居後に保

険料を納付したとする金融機関は、当時、存在しており、保険料を納付する

ことは可能であったこと、及び加入動機は明確であることから、申立内容に

特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人及びその夫の口頭意見陳述において、申立人は、昭和 48 年

11 月の結婚後に居住していた際の状況について、当時の自宅は市役所の近隣

であったが、起伏のある地域であったことから、国民年金保険料を納付して

徒歩で帰宅する際、上り坂を歩いて大変だったこと、及び 51 年 11 月に同一

市内で転居した後は、市役所が遠方であったため、幼い子供をベビーカーに

乗せて近隣の金融機関へ一緒に行き、国民年金保険料を納付したことを具体



 

  

的かつ鮮明に記憶していることがうかがわれることから、申立内容は信用で

きる。 

   さらに、申立人の夫は、厚生年金保険の被保険者であり、申立期間当時の

標準報酬月額からみて、申立人の保険料を納付する資力は十分に有していた

ものと推認できる。 

   加えて、申立人の所持している年金手帳には初めて被保険者となった日が

昭和 52 年２月 26 日と記載されていることについて、申立人はその手帳を受

け取った時、新しい日付であることに不信を抱いたことを明確に記憶してい

る上、申立人が国民年金の加入手続を行ったと主張する 49 年１月は、申立

人の居住していた市を管轄する社会保険事務所（当時）が他の社会保険事務

所へ管轄換えをしていた時期であったことから、年金手帳については、申立

人が国民年金の加入手続を行った直後に発行されず、相当の日時が経過して

から送付されてきたと考えても不自然ではない。 

   その上、申立人は国民年金に任意加入している上、申立期間後は保険料を

すべて納付しているとともに、前納している期間も確認できることから、保

険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 49 年１月から

52年１月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3608 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年２月から 60 年 10 月まで及び 61 年

３月から 63 年３月までの国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年２月から 63年３月まで 

私は、20 歳になった当時、家業を手伝っていたことから、私の母親が当

時家に来ていた集金人に国民年金の加入手続を依頼した。申立期間の国民

年金保険料については、私の母親が自分たち夫婦の保険料と一緒に納付し

ていたはずであり、私の両親の保険料は納付済みとなっているにもかかわ

らず、私のみ申立期間が未加入又は未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 53 年当時、家業を手伝っていたことから、

申立人の母親が自宅に来ていた国民年金の集金人に申立人の国民年金の加入

手続を依頼した後、申立人及び両親の国民年金保険料を納付していたと主張

しているところ、当時、申立人が居住していた市では、集金人制度が存在し

ており、国民年金保険料を納付することは可能であったことから、申立内容

に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を一緒に納付

したとする申立人の母親は、申立期間の保険料が納付済みであることから、

長男として父親が経営する事業を継承する予定であった申立人を国民年金に

加入させず、申立人の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母親は、

申立人が 20 歳になる前に家業を継ぐことになったことから、安心したこと

を記憶しており、その後、同人が 20 歳になった時に将来のことを考えて国

民年金の加入手続を行い、集金人に保険料を納付したことを具体的かつ鮮明



 

  

に記憶していることから、当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出さ

れ、保険料が納付されていたとしても不自然ではない。 

   加えて、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年２月から 60 年 10 月までの

期間は国民年金の未加入期間とされているが、本来は国民年金の強制加入期

間であることから、当時の行政機関の記録管理に不備があった可能性がある。 

   その上、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付し

ていたとする申立人の母親は、その夫と国民年金制度創設時の昭和 36 年４

月から国民年金に加入し、60 歳に到達するまでの保険料をすべて納付してい

る上、申立人についても申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している

とともに、前納している期間もみられることから、申立人の両親及び申立人

の国民年金保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 60 年 11 月から 61 年２月までの期間

については厚生年金保険被保険者期間であり、国民年金保険料が還付された

記録がないものの、国民年金被保険者となり得る期間ではないことが明らか

であることから、この期間の記録訂正を行うことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3609 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 10 月から２年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年 10月から２年２月まで 

私は、国民年金に加入するのは当然であると思っていた上、私の両親か

ら勧められたこともあり、20 歳になった時に国民年金に加入した。国民年

金の加入手続については詳しく憶
おぼ

えていないが、申立期間の国民年金保険

料については、送付されてきた納付書により、毎月、アルバイトで得た収

入から納付していたはずであり、申立期間が未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時学生であった申立人は、アルバイトで得た収入から国民年金

保険料を納付したと主張しているところ、当時から知り合いだった申立人の

夫は「妻（申立人）から、国民年金に加入してアルバイトで得た収入から保

険料を納付していることを聞きとても感心し、私も両親に国民年金の加入に

ついて相談したことを記憶している。」旨証言しており、申立人と夫の証言

が一致していることから、当時、申立人が国民年金に加入し、アルバイトで

得た収入で保険料を納付していたとの主張は基本的に信用できる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について納付書により最寄り

の郵便局で納付したと主張しているところ、申立期間当時、同郵便局は開設

されており、納付書により保険料を毎月納付することは可能であったことか

ら、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立期間は１回、かつ５か月と短期間であり、申立人は、申立期

間後の国民年金加入期間の保険料をすべて納付している上、第３号被保険者

から第１号被保険者への種別変更手続を適切に行っていることが確認できる



 

  

ことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3610 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年７月から 58 年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から平成３年６月まで 

私の国民年金については、会社を退職した私の老後を心配した母親が町

役場で加入手続を行ったと聞いている。国民年金保険料についても、母親

が母娘二人分を金融機関で納付してくれていた。 

私は、外国人と結婚するために出国し、日本に帰国した際に記録を調べ

たところ、国民年金保険料が未納とされている期間や国民年金に加入して

いない期間があることが判明した。私も母親も資格喪失届を提出した憶
おぼ

え

がないのに国民年金に未加入とされ、保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 56 年７月から 58 年３月の期間については、特殊

台帳及び申立人が出国前に居住していた町の国民年金被保険者名簿におい

て、申立人は国民年金の被保険者資格を有していたことが認められる。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年 11 月に払い出され

ていることが確認でき、これに近接する時期に申立人の国民年金の加入手

続が行われていたものと考えられるが、加入手続を行ったにもかかわらず、

保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

    さらに、申立人の母親が申立人の国民年金保険料と合わせ二人分の保険

料として月額１万円から１万 5,000 円程度を納付していたとする主張につ

いては、二人分の年金額が実際の額とおおむね一致すること、及び申立人

が出国前に居住していた町では、申立期間においては毎月納付可能な納付

書が発行されていたことが確認でき、申立人の母親も昭和 56 年７月から



 

  

58 年３月の期間については、保険料を納付済みであることから、申立人の

当該期間の保険料も納付されていたと考えるのが自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 58 年４月から平成３年６月までの期間が未

加入期間とされていることについて、申立人及びその母親は、国民年金被

保険者資格の喪失に係る手続を行った憶
おぼ

えは一切なく、その期間国民年金

保険料を納付していたはずであると主張している。しかし、申立人が出国

前に居住していた町の国民年金被保険者名簿から、海外出国のため昭和 58

年４月１日付けで職権により申立人の被保険者資格が喪失させられている

ことがうかがえる上、その手続自体は 63 年１月以前においては、海外在

住の邦人は国民年金の適用除外とされていたことから、申立人又はその母

親からの喪失手続を待つことなく、申立人の海外在住が判明した時点で町

が職権により出国日からの申立人の被保険者資格を喪失させたことが推認

でき、適切なものであるため、58 年４月から平成３年６月までの期間につ

いては、申立人は、国民年金被保険者となり得る期間ではなかったものと

認められる。 

    また、申立人の保険料を納付していたとするその母親は、納付書が届け

ば保険料を納付したと主張しているが、昭和 58 年４月から平成３年６月

までの期間については、申立人は国民年金の被保険者資格を有していなか

ったことから、国民年金保険料の納付書が発行されたとは考えにくく、保

険料の納付もなかったものと考えられる。 

    さらに、在外邦人が国民年金への任意加入することが可能となった昭和

61 年４月以降において、申立人が国民年金に任意加入したのは平成３年７

月とされていることを踏まえると、この時点から申立人は国民年金へ再加

入したと考えるのが自然であり、昭和 58 年４月から平成３年６月までの

期間については、申立人は国民年金に未加入であったものと認められる。 

    加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年７月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3611 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年４月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から 48年 12月まで 

② 昭和 50年４月 

私は、昭和 46 年５月ごろに区役所で国民年金の加入手続をした。私は、

当時アルバイトをしており収入は少なかったが、苦労をして国民年金保険

料を郵便局で納付したはずであり、申立期間が未加入又は未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、１か月と短期間である上、特殊台帳には納付済み

を意味する表示が記されていることから、行政側の記録管理が適切に行わ

れていなかった可能性がある。 

    また、申立人は国民年金に任意加入している期間がある上、申立期間以

外の国民年金加入期間について未納はなく、保険料を前納している期間も

確認できることから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 46 年５月ごろに国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立

人は、申立期間当時の保険料の納付方法や納付金額についての記憶が曖昧
あいまい

であることから、保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格

取得日からみて、申立人は、昭和 50 年１月に加入手続していることから、

申立期間①は国民年金の未加入期間で保険料を納付することができない期

間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ



 

  

せる形跡も見当たらない。 

    さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3612 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成３年５月及び同年６月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年５月から同年７月まで 

私は、会社を退職した平成４年に区役所で国民年金の加入手続を行った

際、自分の年金記録を窓口の職員に確認してもらったところ、その時点で

２か月の未納期間があると言われたことから、国民年金保険料を納付した

ことを記憶している。私は、区役所の窓口の職員に言われたとおり保険料

を納付したにもかかわらず、３か月間の未納又は未加入期間があり保険料

を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、会社を退職した平成４年に区役所で国民年金の加入手続を行

った際、窓口の担当者から過去に２か月間の国民年金保険料の未納がある

ことを知らされたことから、さかのぼって２か月分の保険料を納付したこ

とを具体的かつ鮮明に記憶しており、その時点で申立期間のうち、平成３

年５月及び同年６月の２か月分の未納を除き、国民年金の未納期間は見当

たらないことから、その主張は信憑
ぴょう

性がある。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年８月に払い出されて

いることが確認できることから、申立期間のうち、未納期間である３年５

月及び同年６月の保険料を過年度納付することは可能であった。 

    さらに、申立人が、納付したとする国民年金保険料額は、当時、実際に

過年度納付した場合の金額とおおむね一致しており、申立内容に特段不合

理な点は認められない。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち平成３年７月について、申立人は、区役所の窓口



 

  

で自分の年金記録を確認した際、窓口の担当職員から２か月の未納期間が

あると指摘されたことから、２か月分の国民年金保険料を納付したことを

記憶しているが、未加入期間である同年７月の保険料を納付した記憶が

曖昧
あいまい

であり、当時の納付状況が不明である。 

    また、申立人は、平成３年７月は国民年金に未加入の期間であることか

ら、この期間については納付書が発行されなかったと考えられる。 

    さらに、申立人が平成３年７月の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成３年５月及び同年６月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3613 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私は、昭和 57 年４月に市役所の出張所で、国民年金の加入手続を行った。

その際、窓口の担当者から、国民年金保険料は２年分さかのぼって納付す

ることができると説明を受けたので、２年分さかのぼって納付することに

した。後日、納付書が届いたので保険料を母親に渡し納付してもらった。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年４月に国民年金の加入手続を行い、その時点でさかの

ぼって納付することができる２年分の国民年金保険料を、後日、申立人の母

親に渡し、納付してもらったと主張しているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日からみて、申立人

の国民年金の加入手続が行われたのは、同年６月ごろであると推認され、そ

の時点において、申立期間直前の 55 年４月から 56 年３月までの期間及び申

立期間の２年間は、さかのぼって保険料を納付することが可能な期間である

上、55 年４月から 56 年３月までの保険料を納付済みとされていることから、

12 か月と短期間である申立期間の保険料が未納とされているのは不自然であ

る。 

   また、申立人及び母親が納付したとする金額は、申立期間直前の 55 年４月

から 56 年３月までの期間及び申立期間の国民年金保険料を実際に過年度納

付した場合の保険料額とおおむね一致している。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は、申

立人から頼まれたので、申立期間の保険料を団地内の郵便局で、納付した旨



 

  

証言している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3614 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、夫が、町内の人達と一緒に、集会場で夫の

分と併せて行ってくれた。申立期間の国民年金保険料は、夫が、夫婦二人

分を一緒に納付してくれていたと思う。夫が納付できない時は、自宅に来

た集金人に私が納付したこともあったと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が、申立人の国民年金の加入手続を夫の分と併せて

行い、申立人又はその夫が申立期間の国民年金保険料を納付したと主張して

いるところ、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、国民年金制度発

足当初の昭和 36 年４月から同年７月までの間に夫婦連番で払い出されてい

ることが確認できることから、国民年金の加入手続を行っておきながら、加

入当初の国民年金保険料を一度も納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された払出簿には、申立人

が記憶している氏名が複数存在していることが確認出来る上、そのうち大半

の人が昭和 36年４月から納付済みとされている。 

   さらに、申立期間は１回、かつ 24 か月と比較的短期間である上、申立人及

びその夫は、申立期間直後の昭和 38 年４月から、それぞれ 60 歳に到達する

までの期間の国民年金保険料をすべて納付していることから、申立人及びそ

の夫は、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3615 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 51年３月まで 

私は、昭和 55 年ごろに、私の国民年金保険料の未納期間について、集金

人からさかのぼってまとめて納付することができることを聞いたので、夫

が、市役所で納付書を発行してもらい、その時点で未納であった期間すべ

ての保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年ごろに、申立人の夫が、その時点で未納であった期間

の申立人の国民年金保険料をすべて納付したと主張しているところ、申立人

に係る特殊台帳を見ると、申立人の 36 年４月から申立期間直前の 47 年３月

までの保険料は、第３回特例納付により納付されていることが確認できる。 

   また、申立期間は、強制加入期間である上、第３回特例納付により国民年

金保険料を納付することが可能な期間である。 

   さらに、申立人は、昭和 55 年ごろの申立人の夫の仕事は順調であったと述

べている上、実際に 36 年４月から 47 年３月までの 132 か月分の保険料が、

第３回特例納付により納付されていることを考え併せると、その当時、申立

人の夫は、申立期間の保険料も納付するだけの資力を有していたものと推認

される。 

   加えて、申立人の夫は、30 年以上に渡る国民年金加入期間の国民年金保険

料をすべて納付している上、保険料を前納している期間もあるなど、保険料

の納付意欲は高かったものと認められる上、その夫は、申立人の申立期間の

保険料を自分がさかのぼってまとめて納付した旨証言している。 



 

  

   その上、申立人は、申立期間後、60 歳に到達するまでの 20 年近くに渡る

期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3616 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から 57 年３月までの期間及び

58 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月から 55年３月まで 

② 昭和 56年４月から 57年３月まで 

③ 昭和 58年４月から同年６月まで 

私は、長男を出産した後、将来のことを考えて昭和 47 年ごろに国民年金

に加入したが、50 年ごろから夫が生活費を家に入れなくなったので働くこ

ととした。56 年ごろに私と夫は完全な別居状態となり、老後に頼れるのは

年金だけとの思いが強かったので、納付書により保険料を納付し続けたに

もかかわらず、申立期間が未加入又は未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③について、申立期間はそれぞれ 12 か月及び３か月と短

期間である上、申立期間前後の国民年金保険料は、いずれも過年度納付に

より時効直前に納付されており、申立人は絶えず納期限を意識しながら、

懸命に保険料を工面していた様子がうかがえることから、申立期間②及び

③の保険料を納付しなかったことは考えにくい。 

    また、申立期間③のうち、昭和 56 年８月から 57 年３月までは、未加入

期間とされているが、当該期間は夫が厚生年金保険に加入している期間で

あって、平成４年になって記録が訂正されており、訂正前は未納とされて

いたことから、納付書が発行され過年度納付が可能であったものと認めら

れる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、申立期間中に転居していること



 

  

や、その夫から生活費を渡されなくなったことにより働き始めたとしてい

ることから、生活状況に大きな変化があったことがうかがえる。 

    また、申立期間①の直前の保険料が３か月ごとに定期的に納付されてい

ることに対して、申立期間①直後の昭和 55 年度の１年分の保険料を昭和

57 年１月にまとめて過年度納付していること、及び特殊台帳において少な

くとも昭和 51 年度から 53 年度の保険料について過年度納付用の納付書が

発行された形跡があることを踏まえると、申立人は生活が安定した昭和 57

年１月以降において、国民年金保険料の納付を再開したと考えるのが自然

である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年４月から 57 年３月までの期間及び 58 年４月から同年６月まで

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3617 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私の国民年金については、結婚後の一時期に同居していた夫の弟が頼ま

ないのに加入手続を行った。私は、国民年金手帳を渡されて初めて自分が

国民年金に加入したことを知り、保険料を納付し始めることとした。納付

方法は印紙納付から納付書へと変わったが、第３号被保険者となる直前ま

で欠かさず保険料を納付してきた。 

昭和 58 年４月に国民年金資格を喪失したとされているが、夫の収入も安

定している上、Ａ業に係る収入もあったことから、国民年金を脱退する理

由はなく、しかも、私は、国民年金についての知識が少なく、脱退の手続

自体を知らなかったので、自分で手続を行うはずがない。 

申立期間が国民年金に未加入とされ、保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人は、昭和 40 年 10 月に国民年金に任意加入し、

58 年４月に被保険者資格を喪失したとされているところ、申立期間の前後を

通じて、申立人の住所やその夫の勤務先に変更はない上、申立期間当時にお

ける申立人の夫は、厚生年金保険の標準報酬月額が国家公務員の初任給の倍

以上であったことに加えてＡ業に係る収入もあったとしており、収入が安定

していたものと認められ、申立人が任意加入被保険者資格を喪失させる特段

の理由は見当たらない。 

   また、申立人は、国民年金についての知識が少ないとしており、現に、平

成５年３月に夫が退職したことに伴い、第３号被保険者から第１号被保険者



 

  

への種別変更の手続の必要性も認識していなかったことから、その手続が遅

れて、第１号被保険者の保険料をさかのぼって納付したとしているところ、

オンライン記録でも、申立人の主張どおり当該種別変更の手続の遅れや保険

料の納付状況を確認できることから、資格喪失の手続自体を知らなかったの

で、自ら手続を行うはずがないとする申立人の主張には信 憑
ぴょう

性が認められ

ることから、申立人は、申立期間においても任意加入被保険者資格が継続し

ていたものと考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人は国民年金保険料の納付方法について、毎月、町役場に行

き納付書により保険料を納付していたとしているところ、申立期間当時、申

立人が居住していた町では、毎月、納付書による保険料納付が可能であった

ことが確認できるとともに、申立人が納付したとしている金額は、当時の国

民年金保険料と一致しており、昭和 61 年４月に第３号被保険者となった際

に、夫から「これからは、保険料を自分で払わなくなってよかったね。」と

言われたことを明瞭に憶え
おぼ

ている。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3618 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年２月及び同年３月 

私は、母親と姉から国民年金の加入を勧められたので、自ら市役所で国

民年金の任意加入の手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、

加入手続をした際、市役所で納付し、その後については、自宅に来ていた

集金人へ保険料を納付していた。加入手続をした際、納付したはずの申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の所持する国民年金手帳及び市の被保険者名簿から、昭

和 50 年２月に国民年金に任意加入していることが確認でき、国民年金に任

意加入しておきながら、申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不自

然である。 

   また、申立期間は 1 回、かつ２か月と短期間である上、申立人は、国民年

金加入期間においては申立期間を除き保険料をすべて納付しており、昭和 57

年度からは保険料を前納しているなど、納付意欲は高かったものと認められ

ることから、申立期間の保険料を未納のままにしておくとは考えにくい。 

   さらに、申立人の夫は、申立期間当時における厚生年金保険の標準報酬月

額が 35 等級（20 万円）中 32 等級（17 万円）であり、申立人の国民年金保

険料を納付することは十分可能であったと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3619 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年５月から 46 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年５月から 46年７月まで 

私は、昭和 44 年ごろ、夫から国民年金へ任意加入するよう勧められ、区

役所の出張所で任意加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、区役所の出張所において２、３

か月ごとに納付し、その際に国民年金手帳に押印してもらったこともある。

申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年ごろ、区役所の出張所で国民年金の加入手続及び国民

年金保険料の納付を行い、国民年金手帳に押印してもらったと主張している

ところ、申立期間当時、同出張所において、加入手続及び保険料の収納業務

を行っていた上、申立人が居住していた区では、45 年６月まで印紙検認方式

が実施されていたことから、申立内容と一致する。 

   また、申立期間は、記録上未加入期間とされているが、申立人が申立期間

当時居住していた区を管轄する社会保険事務所（当時）において、申立人の

ものと推認される別の国民年金手帳記号番号が昭和 44 年４月に払い出され

ている上、同年５月に国民年金の任意加入手続を行った記録が確認できるこ

とから、加入手続を行ったにもかかわらず、加入当初の国民年金保険料を納

付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間においては、国民年

金保険料をすべて納付している上、保険料を前納している期間もみられるこ

とから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3620 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

私は、時期や場所は憶
おぼ

えていないが、20 歳になったため、国民年金の加

入手続を行った。私が国民年金保険料を納付し、納付した際には、領収書

を受け取っていた。私は、保険料をずっと納付していたはずであり、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、その前

後を通じて、申立人の住所や職業に変更はなく、生活状況に大きな変化は認

められないことから、途中の申立期間の保険料が未納とされているのは不自

然である。 

   また、申立期間は１回、かつ３か月と短期間であり、申立人は、申立期間

除き、20 歳から 60 歳までの全期間の国民年金保険料をすべて納付している

ことから、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3621 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 12 月から 58 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年 12月から 58年 12月まで 

私は、国民年金制度発足時に友人に勧められ、夫婦で国民年金の加入手

続を行った。その後、60 歳になるまでの期間、国民年金保険料をすべて納

付していた。私の夫は、申立期間当時、社会保険事務所（当時）に不満が

あり、保険料の納付を一時やめていたが、私は、自分の保険料は継続して

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間については、申立期間前後を含め国民年金保

険料をすべて納付しており、申立期間の前後を通じて申立人の住所や申立人

の夫の仕事に変更はなく、生活状況は安定していたものと考えられることか

ら、申立期間の保険料のみが未納とされているのは不自然である。 

   また、申立期間は１回、かつ 13 か月と比較的短期間であり、申立人の国民

年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿によると、昭和 36 年３

月 10 日に夫婦連番で払い出され、国民年金制度発足前に加入手続を行って

いることが確認できる上、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料は完納

しているなど、申立人の国民年金保険料の納付意識は高かったものと思われ

る。 

   さらに、申立人の夫は、「私が怒って、国民年金保険料の納付を中止して

いた時も、私の妻は自分の分だけは納付していた。」と証言しており、納付

状況についての説明は具体的である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3622 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年８月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 50年３月まで 

私は、昭和 48 年９月、夫と入籍後、転居した先の区役所で国民年金の転

入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間については、申立期間前後を含め国民年金保

険料をすべて納付しており、申立期間の前後を通じて申立人の夫の仕事に変

更はなく、生活状況は安定していたものと考えられることから、申立期間の

保険料のみが未納とされているのは不自然である。 

   また、申立期間は１回、かつ 20 か月と比較的短期間であり、申立人は、20

歳から国民年金に加入し、申立期間を除いて、国民年金保険料の未納はない

ことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   さらに、申立期間について、申立人が、夫婦二人分の国民年金保険料を納

付したとする主張についても、申立人の夫の保険料は当該期間について納付

済みとされており、オンライン記録において納付日が特定できる範囲におい

ては、申立人及びその夫は同一年月日に保険料を納付していることが確認で

きることから、申立人の保険料のみを納付しなかったとは考えにくい。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3623 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 10 月から 58 年 12 月までの期間及び 59 年 10 月から同

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 10月から 58年 12月まで 

② 昭和 59年 10月から同年 12月まで 

私は、昭和 47 年 12 月に区役所で国民年金の任意加入と付加年金加入の

手続を行い、しばらくの間は集金人に国民年金保険料を納付していたが、

途中から保険料の納付が遅れてしまったこともあり納付書で払うようにな

った。時効に注意して納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料は過年度納付書で納付して

いたと主張しているところ、申立人の被保険者台帳には、申立期間①の大半

の期間について、過年度納付書を発行したことが記載されていることから、

申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立期間①及び②の前後を通じて、申立人の住所及び申立人の夫の

仕事に変更はなく、生活状況に特段の変化は認められないことから、途中の

申立期間①及び②のみ国民年金保険料を納付しなかったとするのは不自然で

ある。 

   さらに、申立人は、昭和 47 年 12 月に国民年金に任意加入しており、申立

期間①及び②を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料はすべて納

付している上、付加保険料を納付していた期間もあるなど、納付意識は高か

ったものと考えられる上、申立期間②については、申立期間は３か月と短期

間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3624 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年 10 月から 60 年 11 月までの期間及

び 61 年２月から同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53年７月から 59年５月まで 

② 昭和 59年 10月から 60年 11月まで 

③ 昭和 61年２月から同年８月まで 

私が会社を退職した昭和 53 年８月ごろに、妻が私の国民年金の加入手続

を行った。国民年金保険料については、妻が夫婦二人分を一緒に納付して

いた。保険料額は、加入当初は 6,100 円ぐらいだったと思う。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③について、申立人は、申立人の妻が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 59 年５月に払い出されていることが確認できることから、

申立期間②及び③の保険料を納付することは可能であった上、一緒に保険

料を納付したとする申立人の妻は、申立期間②及び③の保険料が納付済み

とされている。 

    また、申立期間②及び③の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとさ

れており、その前後を通じて、申立人及びその妻の住所や仕事に変更はな

く、生活状況に大きな変化は認められないことから、14 か月と比較的短期

間である申立期間②及び７か月と短期間である申立期間③の保険料が未納

とされているのは不自然である。 

    さらに、申立人は、申立期間後は国民年金保険料をすべて納付している

上、申立人の妻も国民年金加入期間は保険料をすべて納付していることか

ら、保険料の納付意識が高かったものと認められる。 



 

  

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、会社を退職後にその妻が申立人

の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張して

いるところ、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたと

する申立人の妻の記憶が曖昧
あいまい

であることから、国民年金の加入状況及び保

険料の納付状況が不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 59 年５月に払い出されてい

ることが確認でき、その時点では申立期間①の大半は時効により国民年金

保険料を納付することができない期間である上、申立人は、過年度納付等

により申立期間①の保険料をまとめて納付した記憶はなく、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

    さらに、申立期間①について、国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年 10 月から 60 年 11 月までの期間及び 61 年２月から同年８月ま

での期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3625 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月及び同年 11月 

私は、会社を退職してからしばらくして、私の父親からの勧めもあり、

私の父親が私の国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険

料については、私の母親が家族３人分の保険料を集金人に納付していた。

昭和 55 年＊月に私の母親が死亡してからは、私の父親が集金人に私の保険

料を納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の父親が集金人に

納付していたと主張しているところ、申立人が居住していた市では、当時、

集金人制度が存在しており、２か月に１回保険料の集金をしていたことが確

認できることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、年金事務所で保管している申立人に係る被保険者台帳管理簿及び特

殊台帳では、申立人の氏名が誤って記載されていることから、当時の行政側

の記録管理が適切に行われていなかった可能性がある。 

   さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金

保険料をすべて納付しているなど、保険料の納付意識は高かったものと認め

られる上、申立期間は１回、かつ２か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 40 年６月１日から同年８月 25 日までの期間につ

いて、Ａ社の事業主は、申立人が同年６月１日に厚生年金保険被保険者資

格を取得し、同年８月 25 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 40 年６月及び同年７月の標準報酬月額については、２万

4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 40 年５月１日から 43 年 12 月 20 日まで  

             ② 昭和 43年 12月 25日から 46年４月 30日まで  

    私は、申立期間①についてＢ店で勤務していた。申立期間②について

は、Ｃ店で勤務していた。両方の事業所では健康保険に加入し、厚生年

金保険の保険料も控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和 40 年６月１日から同年８月 25 日までの期間に

ついて、雇用保険の記録、同僚の証言及び申立人が提出した写真から、申

立人が当該期間にＢ店に勤務していたことが認められる。 

   また、Ｂ店を営業するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、申立人と同姓同名で生年月日が２年異なる昭和 40 年６月１日か

ら同年８月 25 日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が確認できると

ころ、生年月日が２年異なることについて、申立人は「実際の年齢より、

若く申告していたかもしれない。」と述べており、複数の同僚は、「当時

は、生年月日を実際より１年から３年若く申告していた。」と供述してい

る。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は、申立人の記録で



  

あり、Ａ社の事業主は、申立人が同社において昭和 40 年６月１日に被保

険者資格を取得し、同年８月 25 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、

２万 4,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 40 年５月１日から同年６月１日までの

期間について、同僚は、「Ａ社の事業主は、一定期間厚生年金保険に加入

させていなかった。」と供述している。 

   また、申立期間①のうち、昭和 40 年８月 25 日から 43 年 12 月 20 日ま

での期間について、雇用保険における申立人のＡ社での離職日は厚生年金

保険の資格喪失日と一致している上、同社の事業主は、申立人の在籍につ

いて当時の資料が無いため不明としているほか、申立人が名前を挙げた当

時のＢ店のマネージャー及び副マネージャーも、申立人を記憶していない

など、申立人が、当該期間において同社に勤務していたことを確認できな

い。 

   申立期間②について、申立人が記憶している店舗や宿舎の位置が当時の

地図と一致していることなどから、申立人はＤ社が経営するＣ店に勤務し

ていたことが推認できる。 

   しかしながら、厚生年金保険適用事業所記号簿には、Ｄ社の名称は見当

たらず、Ｅ社会保険事務所（当時）は、「Ｄ社は厚生年金保険の適用事業

所となっていない。」と回答している。 

   また、Ｄ社の事業主は当該期間における保険料の控除について、「税務

会計事務所に任せていたので、社会保険料の控除については不明であ

る。」と述べており、税務会計事務所も、「当時の資料が保管されていな

いため不明である。」と回答している。 

   さらに、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 40 年５月

１日から同年６月１日までの期間、同年８月 25 日から 43 年 12 月 20 日ま

での期間及び 43 年 12 月 25 日から 46 年４月 30 日までの期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2689 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 62 万円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主が、申立人に係る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 10 月１日から 14 年 10 月１日まで 

    私はＡ社に申立期間を含め４年間在籍し、経理ポストを任されていた。 

    契約は１年更新で年俸 1,000 万円ぐらいであったが、申立期間の標準

報酬月額が 17 万円と記録されており納得できない。標準報酬月額を正

しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管していた平成 13 年及び 14 年の個人別台帳兼所得税源泉徴収

簿の写しから、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬月額

（62 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、納付したはずであると回答しているが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2690 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 24 年８月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）Ｂ

工場における資格喪失日に係る記録を 24 年 10 月１日に訂正し、当該期

間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 24 年 10 月１日から 25 年５月１日までの

期間について、事業主は申立人が 24 年 10 月１日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得し、25 年５月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人のＡ社Ｅ

事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、7,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年８月１日から 25 年５月１日まで 

    夫は、昭和 19 年 10 月１日にＡ社に入社し、49 年に退職するまで継

続して勤務していたはずなのに、厚生年金保険の記録では、申立期間が

被保険者期間となっていない。 

    申立期間は、Ａ社Ｂ工場からＤに転勤になった時期であったと記憶し

ており納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 24 年 10 月１日から 25 年５月１日までの期間につ

いて、同僚の証言から、申立人が当該期間にＡ社に勤務していたことが確

認できる。 

   また、Ａ社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同姓同名、同生年月日の者に係る昭和 24 年 10 月１日から 25 年

５月１日までの期間の基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録

が確認できる。 

さらに、事業主から提出された社会保険被保険者台帳には、事業所名は

不明であるものの、申立人が昭和 24 年 10 月１日に資格を取得し、25 年

５月１日に同資格を喪失した旨の記載が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の記録は、申立人の記録であり、事

業主は、申立人がＡ社Ｅ事業所において昭和 24 年 10 月１日に被保険者資

格を取得し、25 年 10 月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から

7,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間のうち昭和 24 年８月１日から同年 10 月１日について、上記の

被保険者台帳及び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤

務（昭和 24 年 10 月１日に同社Ｂ工場から同社Ｅ事業所に異動）し、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額についてはＡ社Ｂ工場における昭和 24

年７月の社会保険事務所の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料、周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2691 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 44 年２月１日から 45 年１月１日までの期間につ

いて、Ａ社の事業主は、申立人が 44 年２月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得し、45 年１月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 44 年２月から同年７

月までは３万円、同年８月から同年 12 月までは４万 8,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月 21 日から 45 年１月１日まで 

    私は、昭和 43 年 10 月にＢ社に就職し、44 年 12 月まで勤務したにも

かかわらず、この間の厚生年金保険被保険者記録が無い。当時、私は同

社の近くにあったＣ店でも仕事をしていたので、そちらで加入していた

可能性もある。いずれにしても厚生年金保険に入っていたことは確かな

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 44 年２月１日から 45 年１月１日までの期間につ

いて、雇用保険の記録から、申立人は、Ｃ店として営業していたＡ社に勤

務していたことが確認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と同姓同名で同生年月日の者の昭和 44 年２月１日から 45 年１月１日まで

の期間の基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 44 年２月１日に被保険者資格を取得

し、45 年１月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行っ



  

たことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、

昭和 44 年２月から同年７月までは３万円、同年８月から同年 12 月までは

４万 8,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 43 年 10 月 21 日から 44 年２月１日までの

期間について、Ａ社は、オンライン記録によると、同年２月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、当該期間においては適用事業所ではな

いことが確認できる。 

   また、同僚の１名は当該期間の厚生年金保険料の控除は無かったとして

いるところ、その同僚も含め複数の者が当該期間に国民年金に加入し、保

険料を現年度納付していることが確認できる。 

   さらに、Ａ社は既に解散しており、事業主も死亡していることから、当

該期間における厚生年金保険の取扱いや保険料控除に関する関連資料等が

得られない。 

   加えて、Ｂ社は、昭和 45 年７月に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、事業主も既に死亡していることから、当時の厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

   また、申立人がＢ社を紹介してくれたとする同僚や他の同僚は申立人の

ことを記憶しておらず、申立人の勤務実態を確認できない。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の氏名は確認できず、整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 43 年 10 月

21 日から 44 年２月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることができない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2692 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 19 年 10 月 11 日に厚生年金保険被保険者の資

格を取得し、21 年９月 12 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間について、

厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19 年 10 月から 21 年

３月までは 100 円、同年４月から同年６月までは 330 円、同年７月及び同

年８月は 420 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月 11 日から 21 年９月 12 日まで 

    夫は、昭和 19 年 10 月ごろから 21 年９月ごろまでＡ社Ｂ所に勤務し

ていた。しかし、厚生年金保険の被保険者記録では、この期間が欠落し

ている。辞令及び履歴書を提出するので当該期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ所に係る

被保険者となっていないが、同社Ｂ所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、申立人の氏名が確認でき、資格取得日は昭和 19 年 10 月 11

日と記載されている。 

   また、上記の被保険者名簿には、資格喪失日が記載されていないものの、

昭和 21 年４月１日及び同年７月１日に月額変更の記載が確認できる上、

Ａ社が保管している人事記録において、申立人の退職日は 21 年９月 11 日

と記載されている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 19 年 10 月 11 日に厚生年



  

金保険被保険者資格を取得した旨の届出及び 21 年９月 12 日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったこ

とが認められる。 

   なお、標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、昭和 19 年

10 月から 21 年３月までは 100 円、21 年４月から同年６月までは 330 円、

同年７月から同年９月までは 420 円とすることが妥当である。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2693 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日

に係る記録を昭和 20 年 10 月１日に、同社Ｃ支店における資格取得日に係

る記録を 21 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 年 10 月

及び同年 11 月は 70 円、21 年６月は 60 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

          ② 昭和 21 年６月１日から同年７月 10 日まで 

    昭和 20 年 10 月１日にＡ社Ｂ出張所から同社本社に異動になった際と、

21 年６月１日に同社本社から同社Ｃ支店に異動になった際に、それぞ

れ厚生年金保険被保険者記録に空白期間がある。 

    私は、昭和 17 年１月９日に入社してから 56 年 12 月 31 日に退職する

まで、継続して勤務していたので、空白期間があることに納得できない。

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された履歴簿及び同僚の証言から判断すると、申立人が

申立期間にＡ社に継続して勤務し（申立期間①は、昭和 20 年 10 月１日

にＡ社Ｂ出張所から同社本社に異動、申立期間②は、21 年６月１日に同

社本社から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間①については、Ａ

社本社における昭和 20 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から 70

円とし、申立期間②については、同社Ｃ支店における 21 年７月の社会保

険事務所の記録から 60 円とすることが妥当である。 



  

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関係資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2694 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めら

れることから、申立人のＡ社Ｄ事務所における厚生年金保険被保険者の資

格取得日に係る記録を昭和 21 年９月 30 日、資格喪失日に係る記録を 24

年２月１日とし、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年９月 30 日から 24 年２月１日まで 

    妻は、昭和 21 年８月１日からＢ社Ｄ事務所に勤務していた。在職期

間中に会社名がＢ社からＡ社及びＣ社と名称変更したが、途中退職する

ことなく 29 年８月 20 日まで勤務した。年金の記録を調べたら、21 年

９月 30 日から 24 年２月１日までの記録が欠落していので、調査して申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の夫が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人は、Ｂ社Ｄ事務所において昭和 21 年９月

30 日に被保険者資格を喪失し、Ｃ社Ｄ事務所において、24 年２月１日に

資格を取得しており、申立期間が被保険者期間となっていない。 

   しかし、同僚及び申立人の夫の供述により、申立人が申立期間において

申立てに係る企業に勤務していたことが確認できる。 

   一方、Ａ社Ｄ事務所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に、

「Ｂ社」及び「この名簿の書換えはＣ社 24．２．１かと思われる」との

記載があることから、Ａ社、Ｂ社及びＣ社は同一企業であると確認できる。 

   また、上記の名簿は、前述のとおり、書換え後の名簿であることが認め

られる上、同名簿には、「被保険者名簿不明」「資格取得日注意」との記

載が確認できる。 



  

   さらに、当該名簿には「この名簿の書換えはＣ社 24．２．１かと思わ

れる」との記載があるものの、同名簿に記載されている複数の被保険者の

資格取得日は、その者のＢ社Ｄ事務所における被保険者資格取得日及び被

保険者番号が記載されており、そのうちの複数の者の被保険者番号はＣ社

Ｄ事務所における被保険者番号と異なった番号となっており、申立期間当

時、これらの名簿が通常の事務処理において作成されたものとは考え難い。 

   加えて、オンライン記録において、申立期間にＡ社Ｄ事務所又はＣ社Ｄ

事務所に係る被保険者となっていることが確認できるにもかかわらず、Ａ

社Ｄ事務所又はＣ社Ｄ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

氏名の記載が確認できない者が複数存在している上、申立人を含む４名の

旧台帳には、申立人と同様に、昭和 21 年９月 30 日にＢ社Ｄ事務所の資格

を喪失し、24 年２月１日にＣ社Ｄ事務所で資格を取得し、申立期間に被

保険者期間の記載が無いところ、申立人を除くすべての者がオンラインの

記録では、厚生年金保険被保険者期間に欠落期間が無く、Ａ社Ｄ事務所の

被保険者の記録となっていることが確認でき、社会保険庁（当時）の記録

管理が適正に行われていなかったことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において厚生年金保険

の被保険者であったと認められることから、申立人のＡ社Ｄ事務所におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 21 年９月 30 日、

喪失日に係る記録を、24 年２月１日に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険法及び船員保険法の一

部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に準じ、１

万円とすることが妥当である。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2695 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格取

得日に係る記録を昭和 26 年８月 28 日に、同社Ｃ支店における資格取得日

に係る記録を 29 年３月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 年

８月から 27 年４月までは 8,000 円、29 年３月及び同年４月は 8,000 円、

同年５月及び同年６月は１万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年８月 28 日から 27 年５月１日まで 

             ② 昭和 29 年３月 31 日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 24 年４月にＡ社に入社以来、62 年９月１日まで継続し勤

務してきた。申立期間の同社Ｂ出張所では道路工事、同社Ｄ出張所では、

Ｅ新設工事を行っていた期間である。申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の保管する人事記録、事業所の回答及びオンライン記録から判断す

ると、申立人は同社に継続して勤務し(申立期間①は、昭和 26 年８月 28

日に同社Ｆ出張所から同社Ｂ出張所へ、申立期間②は、29 年３月 31 日に

同社Ｂ出張所から同社Ｃ支店へ異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ出張所における昭

和 27 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から 8,000 円、申立期間②

の標準報酬月額については、同社Ｃ支店における 29 年７月の社会保険事

務所の記録から同年３月及び同年４月は 8,000 円、同年５月及び同年６月

は１万 6,000 円とすることが妥当である。 



  

   なお、事業主が申立期間の申立人に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2696 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月１日から 39 年 10 月 11 日まで 

    私がＡ社で働いていた期間の厚生年金保険被保険者記録は、私が同社

を退職した昭和 39 年 10 月 10 日から約４年６か月たった 44 年４月 28

日に脱退手当金として支給済みとなっているが、脱退手当金の支給を受

けた記憶は無い。私は同社を退職した後、42 年５月に結婚し、44 年４

月当時は姓も住所も変わっているはずで、なぜ脱退手当金が支給された

ことになっているのか納得できない。脱退手当金の支給記録について調

査をして、被保険者記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約４年６か月後の昭和 44 年４月 28 日に支給決定されたことと

なっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被

保険者番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、

申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人

は昭和 42 年５月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手

当金を請求したとは考え難い。 

   さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保

険被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前

の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求とな

っており、２回の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失念する

とは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2697 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を 53 万円と訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から５年２月 16 日まで 

    私の夫は、Ａ社で勤務しており、月に 60 万円ぐらい支給されていた。

オンライン記録では、標準報酬月額が 11 万円とされており納得がいか

ない。調査の上、訂正してほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成５年２月 16 日）の後の同年３月８日付けで、さかのぼ

って 11 万円に引き下げられている上、申立人を除く同社の全被保険者４

名についても申立人と同様の訂正処理が行われていることが確認できる

が、社会保険事務所において、このような処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正すること

が必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2698 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務し、厚生年金保険被保険者であ

ったことが認められることから、同社における申立人の被保険者記録のう

ち、申立期間に係る資格喪失日（平成３年 12 月 31 日）及び資格取得日

（４年６月１日）に係る記録を取り消すことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額は、22 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 12 月 31 日から４年６月１日まで 

    私は、平成２年２月 16 日から９年４月 10 日までＡ社に勤務していた

が、オンライン記録によると、３年 12 月 31 日から４年６月１日までの

厚生年金保険加入記録が無い。申立期間も厚生年金保険料は給与から控

除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社の保管する社員名簿から、申立人が申立期

間において同社に勤務していたことが確認できる。 

   また、オンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険加入記

録は、平成３年 12 月 31 日付けの資格喪失に係る事務処理が４年６月８日

に遡及
そきゅう

して行われているにもかかわらず、同年６月１日付けの資格取得に

係る事務処理は、同年６月４日に行われており、ほかにも申立人と同様の

処理がなされている同僚が 40 名存在することが確認できる。 

さらに、当時幹部社員であったとする者は、「申立期間当時、Ａ社は、

社会保険料を滞納していたため、社会保険事務所（当時）の職員と相談

し、その結果、社員全員を資格喪失させたと聞いている。」と述べてお

り、社会保険事務所において、このような資格喪失及び取得に係る処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 12 月 31 日に



  

厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、４年６月１日に同資格を取得した

旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失日及び取得日に係る記録は有

効なものと認められないことから、申立人の申立期間における資格喪失日

及び資格取得日に係る記録を取り消すことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、平成３年 11 月のオンライ

ン記録から、22 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2699 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成４年 10 月 11 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月 12 日から同年 10 月 11 日まで 

私は、平成元年 11 月 27 日にＡ社に入社し、同日付けでグループ会社

のＢ社Ｃ工場に出向になった後、同社Ｄ工場に異動になった。４年 10

月 11 日に、Ａ社からＢ社に移籍となった際の年金記録が１か月欠落し

ているが、入社以来継続して勤務しているので、年金記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する異動履歴情報一覧及び個人別社員台帳の記録から判断す

ると、申立人は申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（平成４年

10 月 11 日に、Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の平成４年８月の社会

保険事務所（当時）の記録から 24 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立期間における保険料納付の記録を保存

しておらず不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 34 年２月 12 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月 25 日から同年２月 12 日まで 

    私は、昭和 34 年１月にＡ社の指示で同じ経営者で関連会社のＢ社へ

転籍したが、仕事の場所も内容も同一で、給料も同額であり、転籍時の

休みも無く、申立期間は継続して勤務していた。給与明細書等は所持し

ていないが、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言及び申立人の詳細な記憶から判断すると、申立人は、申立て

に係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 34 年２月 12 日にＡ社からＢ

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

33 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社及びＢ社は既に事業を廃止している上、当時の事業主及び

役員は連絡先が不明又は死亡しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



  

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2701 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 25 年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年１月から同年４

月までは 7,200 円、同年５月から 25 年４月までは 8,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年１月 31 日から 25 年５月１日まで 

    私は、申立期間にＡ社に勤務していたのに、厚生年金保険の記録が途

中で無くなっているため、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における被保険者資格喪失日は、

昭和 24 年１月 31 日とされている。 

   しかしながら、申立人が名前を挙げた同僚は「私は確かに申立期間にお

いて、申立人と一緒に働いていた。」と述べている。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の被保険

者資格喪失日は、昭和 25 年５月１日と記載されている。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 25 年５月１日

に厚生年金被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行っ

たことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記録

から、昭和 24 年１月から同年４月までは 7,200 円、同年５月から 25 年４

月までは 8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年５月 21 日から同年 11 月１日ま

での期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記

録を 38 年５月 21 日に、資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年５月 21 日から同年 11 月１日まで 

             ② 昭和 39 年４月 15 日から同年 11 月１日まで 

   私は、中学校を卒業して昭和 37 年から働き始めたが、そのころは、東

京オリンピック前で給料が高い会社に行くという時代だった。Ａ社を退職

してすぐにＢ社に入社し、39 年４月にＣ社に入社し、その年の 10 月まで

働いた。Ｂ社とＣ社に勤務していた申立期間が厚生年金保険被保険者期間

となっていないので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ｂ社における同僚として、工場長、女

性事務員及び同僚を記憶しているとしているところ、当該複数の同僚は、

当該期間における厚生年金保険の記録が確認できる。 

   また、申立人の説明するＢ社に入退社した経緯は具体的であり、信ぴょ

う性が認められることから、申立人が当該期間に同社に勤務していたこ

とが認められる。 

   さらに、上述のとおり、申立人が当該期間において、同じ業務に従事し

ていたとする複数の同僚には、厚生年金保険の被保険者としての記録が

存在する。 

   加えて、申立人及び同僚が証言した当時のＢ社の従業員数と健康保険厚



  

生年金保険被保険者名簿の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね

一致することから、当時、同社においては、ほぼすべての従業員が厚生

年金保険に加入していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の同僚のＢ社にお

ける社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ｂ社は既に解散している上、申立期間①当時の事業主は既に死

亡しているため不明であるが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資

格の取得届が提出された場合には、その後健康保険厚生年金保険被保険者

報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこと

となるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録して

おらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社

会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 38 年５月から同年 10 月までの期間に

係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②について、申立人は、Ｃ社の事業主及び一緒に勤務し

ていた事業主の長男の名前を記憶している上、勤務場所や勤務内容等につ

いて具体的に記憶していることから、期間は特定できないものの、申立人

がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所と

なっていない。 

   また、申立期間②当時のＣ社の事業主及び申立人が記憶している事業主

の長男は、共に同じ日にＤ社における厚生年金保険被保険者資格を取得

し、他の役員は、国民年金に加入していたことが確認できる。 

   さらに、Ｄ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、当該

期間において申立人の名前の記載が無く、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

   加えて、前述の事業主の長男は、「申立期間当時の社会保険に関する事

務は母親が担当していたが、既に亡くなっている。自分の厚生年金保険

の記録がどこで加入していたかは知らなかったし、従業員の社会保険の

手続に関しても何も分からない。」としており、申立人の申立期間にお

ける厚生年金の保険料控除についての証言を得ることができない。 

   このほか、保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 



  

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成５年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12 月 31 日から５年１月１日まで 

    オンライン記録では、Ａ社において、平成４年 12 月 31 日資格喪失と

なっているが、実際は、同年 12 月 31 日までは勤務していた。 

    預金通帳の給与振込額では、平成４年 12 月の厚生年金保険料を控除

されていると思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、申立人の保有する預金通帳及びＡ社からの回答から判

断すると、申立人は、同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の平成４年 11 月の

Ａ社におけるオンライン記録から、20 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、資格喪失日について、平成５年１月１日と届け出る

べきところを、４年 12 月 31 日として届け出たと認めている上、申立人の

資格喪失日について、事業主がこれを５年１月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所（当時）がこれを４年 12 月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その



  

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2704 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 42 年１月 21 日から同年２月 10 日までについて、

申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日

に係る記録を同年１月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を５万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立期間のうち、昭和 42 年２月 10 日から同年 10 月１日までの

期間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額を５万 2,000 円に訂正することが必要で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年１月 21 日から同年２月 10 日まで 

          ② 昭和 42 年２月 10 日から同年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 42 年１月 21 日にＡ社本社に

おいて資格を喪失し、同年２月 10 日に同社Ｂ工場において資格を取得

したことになっているが、実際は同社内での転勤であり、入社以来、継

続して勤めているので、申立期間①について厚生年金保険の被保険者期

間であったことを認めてほしい。 

    また、給与明細書の厚生年金保険料の控除額が変わらないのに、Ａ社

Ｂ工場のオンライン記録の標準報酬月額が同社本社と違っているのはお

かしいので訂正してほしい。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の雇用保険の記録、Ａ社の退職証明書及び

申立人の所持する給与明細書により、申立人が同社に継続して勤務し（昭

和 42 年１月 21 日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の所持する給与明細

書から、５万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから行ったとは認められない。 

   申立期間②について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違につい

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき標準報酬額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額か申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人の所持する給与

明細書において確認できる保険料控除額から、昭和 42 年２月から同年９

月までは５万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主による申立人の当該期間に係る保険料の納付義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら行ったとは認められない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2705 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｄ社）Ｂ

部における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 29 年７

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月１日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 27 年３月 19 日にＡ社へ入社し、平成９年３月 20 日に定

年退職するまで継続して勤務したが、申立期間における厚生年金保険被

保険者記録が欠落している。 

   申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｄ社が保持している退職者一覧及びＥ健康保険組

合の加入記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 29

年７月１日に同社Ｂ部から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 29 年５月の

Ａ社Ｂ部における社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2706 

 

第１ 委員会の結論 

   Ａ社の事業主は、申立人が昭和 22 年５月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得し、23 年９月 14 日に同資格を喪失した旨の届出を、Ｂ社の

事業主は、申立人が 24 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得

し、25 年５月４日に同資格を喪失した旨の届出を、それぞれ社会保険事

務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 22 年５月から 23 年７

月までは 600 円、同年８月は 2,700 円、24 年４月は 6,600 円、同年５月

から 25 年４月までは 6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年５月１日から 23 年９月 14 日まで 

             ② 昭和 24 年４月１日から 25 年５月４日まで 

    私は、学校を卒業してからすぐにＡ社に入社し、しばらく勤めた後、

復員した兄の紹介で、進駐軍関係の仕事に替わったと記憶しているが、

厚生年金保険被保険者記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人と生年月日が同一で、姓が一字間違っていたために正しい

姓に訂正されている者が、昭和 22 年５月１日に資格を取得し、23 年９月

14 日に同資格を喪失していることが確認できる。 

また、Ａ社の健康保険組合から提出された被保険者台帳において、申

立人について、その氏名が、上記の被保険者名簿と同様に訂正されてい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録で

あり、Ａ社の事業主は、申立人の主張する昭和 22 年５月１日に厚生年金



  

保険被保険者の資格を取得し、23 年９月 14 日に同資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該被保険者記録から、

昭和 22 年５月から 23 年７月までは 600 円、同年８月は 2,700 円とする

ことが妥当である。 

申立期間②について、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人と氏名及び生年月日が同一である者が、昭和 24 年４月

１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、25 年５月４日に同資格を喪

失していることが確認できる。 

また、申立人は、Ｂ社に入社した経緯や同社での業務内容を具体的に

記憶していることから、申立人が当該期間に同社に勤務していたことが

認められる。 

これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録で

あり、Ｂ社の事業主は、申立人の主張する昭和 24 年４月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、25 年５月４日に同資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、当該被保険者記録から、昭

和 24 年４月は 6,600 円、同年５月から 25 年４月までは 6,000 円とするこ

とが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2707 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年２月 28 日から同年４月 12 日までの期間につ

いては、申立人の資格喪失日は同年４月 12 日であると認められることか

ら、申立人のＡ社における当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成３年２月及び同年３月の標準報酬月額については、13 万

4,000 円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち平成３年４月 12 日から同年５月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における当該期間の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年５月１日に訂正し、同年

４月の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間のうち平成３年４月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月 28 日から３年５月１日まで 

    私は、平成２年１月５日から３年８月 31 日までＡ社に勤務していた

が、同年２月 28 日から同年５月１日までの厚生年金保険の被保険者記

録が無い。この期間は、同一事業所に勤務し、勤務内容は同一であり、

給与から厚生年金保険料が控除されていた。厚生年金保険の被保険者期

間を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立人は、平成２年１月５日

から３年８月 31 日まで、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   申立期間のうち、平成３年２月 28 日から同年４月 12 日までの期間につ

いては、オンライン記録では、申立人のＡ社における資格喪失日は同年２

月 28 日と記録されているが、当該喪失処理は、同社が適用事業所でなく



  

なった日（平成３年２月 28 日）の後の同年４月 12 日に行われている上、

申立人を除く７名についても同様の処理が行われていることが確認できる

が、社会保険事務所（当時）においてかかる処理を行う合理的な理由は見

当たらず、事実に反する処理が行われたことが認められる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人の資格喪失日について有効な処

理があったとは認められず、申立人の資格喪失日は、当該喪失処理が行

われた平成３年４月 12 日であると認められる。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、当該処理前の記録から、

13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

申立期間のうち、平成３年４月 12 日から同年５月１日までの期間につ

いて、前記の雇用保険の加入記録及び同僚の保管する給与明細書から、

申立人は当該期間にＡ社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、平成３年４月の標準報酬月額については、上記資格喪失処理前

の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成３年２月 28 日に適用事

業所でなくなっており、その後は当該期間を含めて適用事業所としての

記録が無い。しかし、同社は、当該期間において法人格を有しているこ

とから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断できる。 

なお、事業主は、申立人の当該期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の平成３年４月に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2708 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、Ａ社における申立人の資格喪失

日に係る記録を昭和 62 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年 12 月 31 日から 62 年１月１日まで 

    私は、申立期間を含め、現在もＡ社に継続して在籍しており、申立期

間が被保険者期間となっていないのは、当時の担当者の単純なミスに

よって発生したものである。よって、この期間の厚生年金保険の被保

険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社から提出された在職証明及び雇用保険の記録から判断すると、申

立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し、（昭和 62 年１月

１日に、Ａ社からＢ社へ異動）申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 61 年 10 月の社会保

険事務所（当時）の記録から、20 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 61 年 12 月の保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、現在の事務処理等や同様なケ

ースの社員がいないなどの周辺事情を総合的に判断し、納付を行ってい

たと主張しているが、申立人の資格喪失日について、事業主が 62 年１月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを 61 年 12 月 31

日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失

日として届け出たと考えられ、その届出の結果、社会保険事務所は、申



  

立人に係る同年 12 月の保険料の納入の告知を行っておらず、（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）事業主は申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2709 

第１ 委員会の結論 

   Ｂ社の事業主は、申立人が昭和 52 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得し、同年 12 月 11 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、24 万円とすることが妥当

である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月１日から同年 12 月 11 日まで 

    オンライン記録では、昭和 52 年 10 月から同年 11 月まで、厚生年金

保険の記録が無いが、この期間はＡ社に継続して勤務しているため、厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、企業年金連合会から提出されたＣ厚生年

金基金加入員台帳及び雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間に同社

に継続して勤務していたことが認められる。 

また、上記Ｃ厚生年金基金加入員台帳によると、申立人は、申立期間に

おいて同基金の加入員となっていることが確認できる。 

さらに、申立人と同様に、Ａ社において昭和 52 年 10 月１日に資格喪失

し、同年 12 月 11 日に資格取得している同僚 13 名は、申立期間において、

同社の提携会社であるＢ社において厚生年金保険の被保険者となっている。 

   加えて、前出の厚生年金基金の記録が事後訂正された形跡は認められな

い上、同基金の届出書が、複写式ではなかったとする事実も認められない。 

これらを総合的に判断すると、Ｂ社の事業主は、申立人の主張する昭和

52 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年 12 月 11 日

に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立期間における申立人の

厚生年金基金の記録から、24 万円とすることが妥当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3626 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 62年 12月まで 

私の国民年金については、私が大学を卒業した翌月の昭和 55 年４月に、

父親が区役所で加入手続を行ってくれた。国民年金保険料については、父

親が区役所の窓口で３か月ごとに納付してくれており、その後、父親の定

年退職に伴い引っ越した先の区役所で、私の保険料の口座振替手続を行い、

それ以降、父親名義の口座から振替で、保険料を納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金加入手続及び国民年金保険料の納付を行っていたとする

申立人の父親は、申立人が大学を卒業した翌月の昭和 55 年４月に加入手続

を行い、納付書により保険料を納付し始め、その後、自身の退職に伴い転居

した先の区役所で、60 年９月から申立人の国民年金保険料の口座振替手続を

行ったと述べているが、父親の口座取引履歴には、61 年９月から、国民年金

の定額保険料と付加保険料を合算した金額が振替納付されている記録が残さ

れているものの、申立人は付加年金に加入した形跡はなく、当時、申立人の

母親が国民年金に任意加入し、付加年金にも加入していることから、振替納

付された保険料は、母親の保険料と考えられる。 

   また、平成２年５月分からは、付加保険料を含む母親の保険料と申立人の

定額保険料を合わせた二人分の保険料が振替納付されていることが確認でき

ることから、申立人の口座振替による国民年金保険料の納付が始まったのは、

同年同月からと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年２月に払い出されて

いることが確認でき、昭和 63 年１月から平成元年３月までの保険料が２年



 

  

３月に、元年４月から２年２月までの保険料が同年４月に分けて過年度納付

されていることを踏まえると、加入手続後、父親はその時点で、さかのぼっ

て納付することが可能な保険料をすべて納付したと考えるのが自然であり、

申立期間の保険料については、時効により納付できなかったものと考えられ、

別の年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当た

らない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、源泉徴収票等）はなく、ほかに保険料の納付をうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3627 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 53 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 53年７月まで 

私は、昭和 47 年６月、区役所に電話したところ、重複納付してしまった

夫の国民年金保険料を私の保険料として振り替えることができるとの説明

を受け、区役所では加入時期を５年間さかのぼってくれた。 

また、昭和 47 年７月以降の保険料については、その当時居住していた区

役所から年金手帳が送られてきたため、私は、銀行の窓口や、自宅に来て

いた銀行員に依頼して納付していた。 

私は、申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年６月、重複納付してしまった夫の国民年金保険料を申

立人の保険料として振り替え、加入時期を５年間さかのぼってくれたと主張

しているが、制度上、他人の保険料を自己の保険料に振り替えて納付するこ

とはできない上、申立期間は任意加入期間であり、さかのぼって被保険者資

格を取得することもできない。 

   また、申立人の年金手帳によれば、昭和 53 年８月に任意加入していること

が確認でき、国民年金手帳記号番号もそのころに払い出されており、それ以

前に国民年金に加入していた形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、口頭意見陳述においても具体的

な納付を裏付ける新しい証言や証拠を得ることができなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3628 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年５月から 59 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年５月から 59年 12月まで 

私の父親は、昭和 59 年 12 月ごろ、町役場に勤めている知人から、さか

のぼって国民年金保険料を納付できることを教えられ、同役場の支所で、

私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を一括納付した。私は、

父親から「これまでの保険料は納付したので、これからは自分で納付する

ように」と言われたことを記憶している。父親が一括納付した保険料額は

分からないが、父親が預かってくれていた私の退職金から支払われたと思

う。私は、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の加入手続及び申立期間の保険料を納付したとす

る申立人の父親及びその父親にさかのぼって保険料を納付することができる

ことを教えたとする知人も、既に他界しており、申立期間当時の加入状況及

び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人は、父親が、昭和 59 年 12 月ごろ、申立人の国民年金の加入

手続を行い、申立期間の保険料を一括納付したと主張しているが、申立人の

国民年金手帳記号番号は、61 年８月に払い出されていることから、申立内容

と合致しない上、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、

申立期間の大半は時効により保険料を納付することができない期間であり、

申立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一町内

に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3629 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 12 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年 12月から 46年３月まで 

私が学生の時の昭和 41 年ごろに、母親が、区役所で、私の国民年金の加

入手続を行ってくれた。 

その後、私が就職する昭和 52 年４月まで、母親が、両親及び私の３人分

の国民年金保険料を納付していたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 41 年ごろに、申立人の母親が、申立人の国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民

年金の加入手続等を行ったとする申立人の母親からは当時の状況について聴

取することができないことから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は、昭和 46 年 10 月ご

ろに行われたものと推認され、その時点において、申立期間の一部は時効に

より国民年金保険料を納付することができない期間であり、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3630 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年３月から９年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年３月から９年９月まで 

私は、同居していた友人に勧められて、平成８年４月ごろに区役所分室

で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、友人と一緒

に区役所分室や金融機関で納付書により納付していたにもかかわらず、申

立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年４月ごろに区役所分室で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料については、区役所分室や金融機関で納付していたと主張し

ているが、申立人は、保険料の納付時期や納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であるこ

とから、保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が厚生年金保険に加入していた形跡はあるものの、申立人に

国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらないことから、申

立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月以降の基礎年金番号導入後の期間を含

んでおり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図ら

れていた状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかった

とは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3631（事案 1638の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月から 49 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 49年１月まで 

私は、昭和 49 年２月に市役所の出張所において、国民年金の加入手続を

行った際、同出張所内にいた社会保険事務所（当時）の職員から特例納付

を勧められたことから、申立期間の国民年金保険料の一部をその場で納付

し、その後、残りの保険料を何回かに分けて郵便局で納付したにもかかわ

らず、申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

前回、口頭意見陳述の時に提出した３人の友人が記載した資料を、証言

として再調査してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、従前、申立人の国民年金手帳記号番号

が払い出された昭和 50 年２月ごろは、特例納付が可能な期間であり、その

当時申立人が居住していた市では、社会保険事務所の職員が市役所の出張所

に出向いて、特例納付の対応を行っていたことは確認できるものの、申立期

間は未加入期間であることから、国民年金保険料を納付することができない

期間であり、別に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、

申立人が特例納付を行ったことをうかがわせる形跡も見当たらないこと、及

び納付額についての申立人の記憶は定かでなく、申立人が納付したとする金

額は申立期間の保険料を特例納付と過年度納付した場合の合計額と大きく相

違することなどから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年

２月 25 日付け総務大臣の年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われて

いる。 



 

  

   今回の申立てにおいて、申立人は、前回申立ての口頭意見陳述の際に提出

した３人の友人が記載した資料を、今回当委員会に再提出して、昭和 49 年

２月に市役所の窓口で申立期間の国民年金保険料の大半を一括して納付した

ことを友人に話したと主張しているが、当該資料は、申立期間当時から長年

月後の平成 17 年ごろに申立人と一緒に４人で旅行した時に、申立人から、

未納であった保険料をまとめて納付した話を聞いたことがあると証言してい

るものであり、その証言からは申立期間当時の保険料の具体的な納付状況が

不明であることから、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情と

は認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人は、申立期間の保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 42 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 42年 11月まで 

私は、実家の住所地に住民登録したまま、県外に居住し大学に通学して

いたことから、私が 20 歳の時に、父親が私の国民年金の加入手続を町役場

で行ってくれた。 

父親が、私の申立期間の国民年金保険料を、いつ、どこで、どのように

納付していたかは分からないが、私が昭和 42 年 12 月に再び実家を離れる

際に、父親から、「これまでの国民年金保険料は私が納めておいたから、

これからは自分で納めるように。」と言われて、国民年金手帳を手渡され

たことを憶
おぼ

えている。 

申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続

等を行ったとする申立人の父親も既に他界していることから、申立期間当時

の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年 10 月に払い出されて

おり、オンライン記録でも、申立人が国民年金の被保険者資格を初めて取得

したのは、同年４月とされていることから、申立期間は未加入期間で、国民

年金保険料を納付することができない期間である上、申立期間当時、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たら

ない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3633 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年７月から４年３月までの期間及び 14 年４月から 17 年 11

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成元年７月から４年３月まで 

② 平成 14年４月から 17年 11月まで 

私の父親が、私が 20 歳になった平成元年＊月ごろに、私の国民年金の加

入手続を行ったはずである。国民年金保険料については、父親が集金人に

納付していたはずなのに、申立期間①が国民年金に未加入とされているこ

とに納得できない。 

また、私は、平成 13 年８月に会社を退職後、厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、国民年金保険料を納付していたはずなのに、申立期

間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立人の父親が、申立人が 20 歳になった

平成元年＊月ごろに、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国

民年金保険料を集金人に納付していたはずであると主張しているが、申立人

自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の保険料を納付したとする申立

人の父親は、加入手続の場所や保険料の納付時期、納付金額等の記憶が曖昧
あ い ま い

であることから、申立期間①当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状

況が不明である。 

   また、オンライン記録では、申立人が国民年金の被保険者資格を初めて取

得したのは、平成 13 年８月とされていることから、申立期間①は国民年金

の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間であり、申

立期間①当時、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ



 

  

とをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間②について、申立人は、平成 13 年８月に会社を退職後、

厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を納付して

いたはずであると主張しているが、申立人は、保険料の納付時期、納付金額

等の記憶が曖昧
あいまい

であることから、申立期間②当時の保険料の納付状況が不明

である。 

   加えて、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、44 か月に渡る申立期間②の記録管理が適切に行われていなか

ったものとは考え難い。 

   その上、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①及び②

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3634 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 49 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年５月から 49年９月まで 

私が 20 歳の時に、父親が私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚する

まで父親が集金人に家族３人分の国民年金保険料を一緒に納付していた。

一緒に納付していた両親が納付済みとされているにもかかわらず、私だけ

が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及

び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付していたとする申立人の父親は既に亡くなっていることから、

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得日から、昭和 58 年６月

ごろと推認でき、申立人は同年同月に国民年金に任意加入している上、49 年

３月から 54 年４月までの期間について、厚生年金保険に加入していること

から、申立期間は国民年金の未加入期間又は厚生年金被保険者期間で、国民

年金保険料を納付することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3635 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年 12月まで 

夫の会社が倒産したため、夫の実家のある市に転居した昭和 35 年ごろ、

夫が市役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。その際、国民年

金手帳が発行されたかは記憶にないが、現在はオレンジ色の手帳を 1 冊所

持している。 

申立期間の国民年金保険料については、夫が夫婦二人分の保険料を納付

書で納付していたと思う。保険料の金額及び納付の頻度については記憶に

ない。今回、ねんきん特別便の記録を見て未納期間があることを知ったが、

夫が納付したはずなので申立期間が未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 35 年ごろに申立人の夫が夫婦二人分の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、国民

年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金

の加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の夫も既に他界して

いることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人の国民年金手

帳記号番号の前後の番号が付与された被保険者のうち、20 歳到達直後に加入

した被保険者及び任意加入した被保険者の保険料納付開始日から、昭和 43

年２月ごろと推認され、その時点では、申立期間の保険料は時効により納付

できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる形跡も見当たらないことから、納付可能であった 41 年１月か

ら保険料の納付が始まったものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料を納付書により納付し



 

  

たと主張しているが、申立人が申立期間当時居住していた市では、過去の保

険料をさかのぼってまとめて納付する場合を除いて、国民年金手帳に国民年

金印紙を貼
は

り付ける方法を採っていたことが確認でき、申立内容と一致しな

い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3636 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年５月から 40 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 40年６月まで 

私が 20 歳になった時に、父親が私の国民年金の加入手続を行い、私が結

婚する時に父親から国民年金手帳を渡された。その際に父親から「これま

での保険料はすべて払ってある。」と言われたことから、父親が申立期間

の国民年金保険料を納付していたはずであり、申立期間が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった時に申立人の父親が申立人の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、国民

年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金

の加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の父親は、既に亡く

なっていることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明であ

る。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 42 年９月に払い出されている

ことが確認できる上、申立人がその父親から受け取ったとしている国民年金

手帳も、同年同月に発行されていることから、この時点で、申立期間は時効

により国民年金保険料を納付することができない期間であり、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3637 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から 49年３月まで 

私は、20 歳になった時は大学生だったが、既に国民年金に加入し国民年

金保険料を納付していた母親が、私を国民年金に加入させ保険料も納付し

てくれたと思う。申立期間の保険料が未納とされていることについて、も

う一度調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年＊月に大学生であった申立人が 20 歳になったことに

より、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、当時同居していた申

立人の両親の分と一緒に申立人の国民年金保険料を納付したと主張している

が、申立人自身は国民年金の加入手続等に直接関与しておらず、申立人の国

民年金の加入手続等を行ったとする申立人の母親は既に他界していることか

ら、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の資格取得日から、

昭和 50 年２月ごろと推認でき、その時点では、申立期間の過半は時効によ

り国民年金保険料を納付することができない期間であり、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   さらに、申立人は、自らが所持する年金手帳に、「はじめて被保険者とな

った日」が 20 歳の誕生日の前日である昭和 46 年＊月＊日と記入されている

ことから、その母親が同年同月からの国民年金保険料を納付していたと思う

としているが、この日は、国民年金の被保険者資格を取得した日であって、

加入手続時期にかかわらず、原則として強制加入期間の初日までさかのぼる



 

  

こととされていることから、保険料納付の始期を特定するものではない。し

かも、申立人が所持している２冊の年金手帳の色はオレンジ色であり、当該

様式の年金手帳の交付が始まったのは 49 年 11 月以降であり、申立人はこれ

以外の年金手帳を所持した記憶がないことを踏まえると、申立人の母親が 46

年＊月に申立人の国民年金の加入手続を行ったとは考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年５月１日から 10 年 10 月 31 日まで 

    私は、Ａ社に平成９年５月１日から 10 年 10 月 31 日まで勤務してい

たが、厚生年金保険の記録ではその期間の標準報酬月額が給与月額より

著しく低い額となっている。 

    当時、給与月額は 40 万円ぐらいあり、Ａ社退職後の雇用保険失業給

付はその額に基づいて受給した記憶があるので、調査の上、申立期間の

標準報酬月額を適正な額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、明確に記憶し

ていない上、平成 10 年初めから給与の支払が無く、現在まで未払になっ

ていると述べている。 

   また、Ａ社の厚生年金保険の被保険者 10 名全員に文書照会したところ、

１名は給与額と標準報酬月額は一致しているとし、もう１名は不明との

回答があったが、それ以外は回答が無く、電話番号も不明のため、当時

の事情を聴取できない。 

   さらに、オンライン記録において、申立人の標準報酬月額がさかのぼっ

て訂正されていることは確認できない。 

   加えて、申立人は給与明細書等の資料を保存しておらず、申立人が主張

する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できない。 

   このほか、申立人が主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控

除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2711（事案 688 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年８月１日から 44 年１月 20 日まで 

             ② 昭和 44 年７月 27 日から同年８月 21 日まで 

    Ａ社に在籍していた申立期間に係る当初の年金記録確認神奈川地方第

三者委員会の判断後、新たに証言してくれる同僚が見付かったので再度

申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社には申立期間の関係資料等が保

存されていない上、当時の従業員からの供述も得られず、勤務実態を確認

できないこと、及び事業主が申立人に対して発行した在職証明書は根拠が

曖昧
あいまい

であり信 憑
ぴょう

性が低く、申立期間の勤務実態を証明する証拠として認

めることはできないことから、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年３

月 17 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、新たに申立期間にＡ社に勤務していたことを証言できる同僚

を挙げたが、その同僚は、申立人は確かに勤務していたが、申立期間に勤

務していたかどうかまでは覚えていない旨を供述していることから、委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、申立人が厚生年

金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2712 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月 26 日から平成３年 12 月 13 日まで 

    Ａ社に勤務していた期間に支払われた給与額と厚生年金保険における

標準報酬月額が違っている。提出した給与明細書に記載されている総支

給額の方が標準報酬月額よりも高く、間違いは明白なので迅速に記録の

調査及び訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を

判断することとなる。 

   申立人が提出したＡ社の給与明細書に記載されている総支給額に見合う

標準報酬月額は、申立人の主張どおり、オンライン記録の標準報酬月額よ

り、２等級から６等級高いことが確認できる。 

   しかし、給与明細書に記載されている厚生年金保険料控除額は、オンラ

イン記録の標準報酬月額に見合う控除額と一致しており、一部期間におい

てはオンライン記録に見合う控除額よりも低くなっている。 

   したがって、申立人の標準報酬月額として認定されるのは、給与明細書

に記載されている厚生年金保険料控除額となる。 

   なお、Ａ社に照会したところ、「申立人から、給与の手取額を多くして



  

ほしい、と言われたことから、そのことについて考慮した結果、当社での

勤務において当初は短期間の契約であったこともあり、雇用保険には加入

させず、厚生年金保険については低い標準報酬月額で届出を行った。その

ことは申立人にも説明している。」との回答であった。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年９月１日から 39 年７月１日まで 

    私は、昭和 38 年９月１日から 39 年９月１日まで、Ａ社で勤務してい

たはずだが、厚生年金保険の記録によると、38 年９月１日から 39 年７

月１日までの期間が被保険者期間となっておらず納得できないので、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社の現在の事業主は、申立期間当時の厚生年金保険の

扱いについて、「１年程度は研修期間があり、その期間は厚生年金保険に

加入させていなかったと思う。」と回答しており、経理担当であった者は

厚生年金保険の加入手続について、「社長の指示で行っていた。入社と同

時に加入させていたわけではない。」と回答している。 

   また、複数の同僚は、Ａ社における資格取得日よりも前に入社している

旨を供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年６月１日から 40 年 10 月２日まで 

             ② 昭和 42 年２月１日から 47 年７月１日まで 

    申立期間①及び②について、それぞれ脱退手当金の支給を受けた記録

になっているが、脱退手当金を受け取った記憶は無いので、申立期間を

被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間①に係るものと申立期間②に係るも

のの２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも申立人

の意思に反して請求されるというのは考え難い。 

   また、申立期間①について、申立期間に係る最終事業所の申立人の健康

保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が付されている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無いほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

には脱退手当金が支給決定された昭和 41 年３月 29 日の約２か月前の同

年１月 11 日に脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を社

会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立期間②についても、申立期間に係る事業所の申立人の健康

保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が付されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人の厚生年金保険の被保険者記号番号は申立期間②と申立

期間②の後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給



  

したために被保険者記号番号が異なっているものと考えるのが自然であ

り、このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという以外に、

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月１日から 40 年４月１日まで 

             ② 昭和 40 年９月 11 日から 41 年５月 21 日まで 

    昭和 38 年１月にＡ社を退職した際に、脱退手当金を２万円程度支給

されたのは覚えている。しかし、厚生年金保険の被保険者記録では、そ

の後に勤務したＢ社及びＣ社に係る厚生年金保険の被保険者期間が、Ｃ

社を退職した後にＡ社の被保険者期間も含めて、脱退手当金で支給済み

という記録になっている。当該脱退手当金を受給した記憶がないので、

調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以前に勤務したＡ社の被保険者期間に係る脱退手当

金を、同社の退職後に受給したと主張しているが、同社の退職後に脱退

手当金の支給記録は無く、同社の後に勤務したＢ社では同一の年金手帳

記号番号になっていることを踏まえると、Ａ社の退職後に脱退手当金を

受給していたとは考え難い。 

   また、申立期間②に係るＣ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金の支給を意味する「脱退」の表示が記されているとともに、

オンライン記録上、Ａ社、Ｂ社及びＣ社のすべての被保険者期間を基礎

として支給されており、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給したこ

とを疑わせる事情も見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年１月から 25 年１月１日まで 

             ② 昭和 28 年４月から 29 年１月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｄ社）Ｂ所に昭和 22 年１月から 25 年 11 月まで坑外

員として勤務していたが、申立期間①が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていない。また、叔父の紹介で入社したＣ社に 28 年４月から 29 年

５月まで勤務していたが、申立期間②が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていない。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の具体的な申立内容及び同僚の証言から判

断すると、申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、申立人と同日に厚生年金保険の資格を取得している複数の従業

員は、入社してから２年ないし３年間は厚生年金保険に加入していなかっ

たと述べている。 

   また、Ｄ社は、当時の資料が確認できないことから、厚生年金保険の取

扱いは不明であると回答しており、申立人は当該期間に係る厚生年金保険

料の控除を確認できる資料を保有していない。 

   申立期間②について、申立人は当該期間におけるＣ社での仕事内容を具

体的に記憶していることから同社で勤務していたものと推認できる。 

   しかし、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している従

業員は、「採用当初は日雇の日給制だった。社員になると厚生年金保険に

加入できた。」と供述している。 

   また、申立人が同時期に入社したとする複数の同僚の資格取得日は、申

立人と同じ昭和 29 年１月１日であることから、Ｃ社では入社後、一定期



  

間経過してから厚生年金保険に加入させていた状況がうかがわれる。 

   さらに、事業主は、申立人の申立期間②に係る在籍記録が無いとしてお

り、当時の状況を確認できない。 

   このほか、申立期間①及び②について、保険料の控除を確認できる関連

資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年 10 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 昭和 24 年３月 25 日から 27 年６月 20 日まで 

             ③ 昭和 27 年６月 21 日から 33 年３月 31 日まで 

    平成 21 年４月に社会保険事務所（当時）で私の厚生年金保険の加入

期間を確認したところ、申立期間の記録が見つかったが、既に脱退手当

金として支給したと言われ驚いた。Ａ社Ｂ工場には大勢の工員がいたが、

脱退など聞いたことがない。自分で脱退手当金の請求手続をしていない

し、受け取ってもいないので厚生年金保険の支給対象期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間で

ある３回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、

申立期間後の被保険者期間は別の番号となっていることを踏まえると、

脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと考えるのが自然

である。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険資格喪失日から約６か月後の昭和 33 年８月 26 日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2718 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 24 年９月１日から 29 年６月 13 日ま

での期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年９月１日から 33 年２月１

日までの期間、35 年 10 月 21 日から 36 年５月 10 日までの期間及び 37 年

２月１日から同年６月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者と

して厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年９月１日から 29 年６月 13 日まで 

             ② 昭和 29 年９月１日から 33 年２月１日まで 

             ③ 昭和 35 年 10 月 21 日から 36 年５月 10 日まで 

             ④ 昭和 37 年２月１日から同年６月１日まで 

    私は、申立期間①はＡ社Ｂ所に勤務していた。脱退手当金については、

女性が結婚のため会社を辞めると一時金としてもらえることは知ってい

るが、私はもらっていない。 

    申立期間②は、結婚した昭和 28 年５月の１年４か月後の 29 年９月に

Ａ社Ｂ所から呼び戻され、子供が生まれた 33 年まで勤務していた。 

    申立期間③及び④について、私は、35 年 10 月１日から 41 年４月 28

日まで、Ｃ社で働いていた。同社には継続して勤務しており、辞めた覚

えは無い。厚生年金保険の記録が抜けていることはありえない。 

    当時の給与明細書等の資料は保存していないが、申立期間①を厚生年

金保険の支給対象期間として、申立期間②から④までを厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社Ｂ所において申立人の資格喪失日の前後２年

間に資格喪失した者で、同社Ｂ所で２年以上の被保険者期間のある者の脱

退手当金の支給状況をみると、申立人を含む７名中４名に支給記録があり、

資格喪失後、約 10 か月以内に脱退手当金が支給されていることが確認で



  

き、そのうちの一人は「脱退手当金の詳しい説明は無かったが、手続は会

社が行った。」と供述しているとともに、当時は通算年金制度創設前であ

ることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代

理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間①の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立

人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給が記載されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえないほか、申立人から聴取し

ても受給した記憶が無いという以外に、脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

申立期間②については、申立人及び複数の同僚の証言から、申立人が当

該期間にＡ社Ｂ所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、複数の同僚が、申立人は結婚して退職した後はパートタイマー

又はアルバイトとして勤務していた旨を述べており、そのうちの１名は、

「申立人は仕事が忙しいときだけ勤務していた。」と供述している。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の

人事記録及び給与関係書類を確認できない。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は見当たらない。 

申立期間③及び④については、申立人は、昭和 35 年 10 月１日から 41

年４月 28 日までＣ社に勤務したと述べている。 

しかし、Ｃ社において申立期間③及び④を含む昭和 35 年 10 月１日から

37 年６月１日までの期間に厚生年金保険被保険者であった女性 11 名の被

保険者記録を調査したところ、複数の従業員についても申立人と同様に被

保険者期間の欠落が確認できる。 

また、Ｃ社の同僚に照会しても、申立人の同社における勤務実態につい

て証言を得ることができない。 

さらに、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時

の人事記録及び給与関係書類を確認できない。 

加えて、申立人が申立期間③及び④に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立期間②から④までにおける申立人の勤務実態及び厚生年

金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②から④までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月１日から 20 年 10 月１日まで 

    昭和 19 年 10 月１日付けの技術見習採用の辞令を保管していることか

ら、その後、厚生年金保険被保険者資格を取得した記録のある 20 年 10

月１日までの期間について厚生年金保険被保険者の記録が無いのは納得

できない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 19 年 10 月１日付けのＡ社の技術見習に採用するとの書面、20 年

４月１日付けで昇給する旨の通知書及び同年９月 11 日付け在職証明書か

ら、申立人は、同社に在籍していたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社の同僚16名のうち、申立人と同様に、昭和20年10月１日に

資格取得した者が12名確認できるところ、そのうち、資格取得日以前から

勤務していたとする者が７名存在する。 

   また、申立人は、Ａ社の賃金内訳表を保管しているが、支払年月が記載

されていないことから、申立期間の保険料控除について確認することがで

きない。 

   さらに、Ａ社は、申立期間に係る資料は無く、申立人に係る保険料控除

について確認することはできないとしている。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したとこ

ろ、申立期間において、申立人の名前は確認できなかった。 

   このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年９月から 36 年１月まで 

             ② 昭和 52 年 11 月から 53 年 12 月まで 

             ③ 平成 11 年９月１日から 15 年３月１日まで 

    社会保険庁（当時）の記録によると、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務して

いた時の厚生年金保険の記録が無いが、これらの事業所に勤務していた

のは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が名前を挙げた同僚の証言から申立人がＡ

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所とな

っていない。 

   また、Ａ社は、その所在地を管轄する法務局において商業登記の記録が

確認できず、事業主の所在は不明である上、申立人が名前を挙げた同僚も

連絡先が不明であることから供述を得ることができない。 

   申立期間②について、申立人の詳細な供述から、期間は特定できないも

のの、申立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ｂ社は、厚生年金保険の適用事業所とな

っていない。 

   また、Ｂ社は、その所在地を管轄する法務局において商業登記の記録が

確認できず、事業主の所在は不明である上、申立人は同僚の氏名を記憶し

ていないことから、申立期間②に係る厚生年金保険の適用及び給与からの

厚生年金保険料の控除について確認できない。 



  

   さらに、オンライン記録から、申立人は、当該期間において、国民年金

保険料を納付していることが確認できる。 

   申立期間③について、Ｃ社の事業主の証言により、申立人は、申立期間

当時、同社に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、Ｃ社は、平成８年８月 26 日に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっている上、同社のグループ会社であるＤ社も、平成 11 年９

月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間当

時はいずれの事業所も適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、事業主は当該期間における保険料の控除は不明であると述べてお

り、同僚も連絡先が不明であることから、供述を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年６月１日から同年８月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 19 年４月１日から勤めているが、厚生年金保険の

被保険者期間が 20 年６月１日で終わっている。20 年６月及び同年７月

は同社Ｂ工場に異動と言われて、Ｃ市に行ったが同社のＢ工場ではなく、

近くのＤで飛行機の部品を作っていた。申立期間は、厚生年金保険料を

納めていたはずなので被保険者期間を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について､一緒に異動したとする複数の同僚の証言

から、Ａ社で働いていたことは推認できる。 

   しかし、申立人は、Ａ社本社が保管している健康保険被保険者台帳から、

同社本社で昭和 20 年６月１日に健康保険のみ資格を取得していることが

確認できる。 

   また、申立人が一緒に異動したとする複数の同僚についても申立人と同

様に申立期間の厚生年金保険の被保険者記録はなく、同社の健康保険被

保険者台帳から健康保険のみ資格を取得していることが確認できる。 

   さらに、申立人及び一緒に異動したとする複数の同僚について、Ａ社Ｂ

工場で被保険者資格を取得した形跡は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年３月１日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 40 年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会した

ところ、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。当時、私は住み込

みで働いており、仕事を辞めると住むところがなくなってしまうため、

次の仕事を決めてから辞めていた。Ａ社では昭和 40 年３月１日から、

Ｂ社では同年 11 月１日から働き始めたのは間違い無いと思うので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が当該期間にＡ社に在籍していたことを記

憶していた同僚はおらず、事業主の連絡先も不明なため勤務実態を確認す

ることができなかった。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社の全

20 名の被保険者の資格取得日を確認したところ、申立人の資格取得日

（昭和 40 年９月１日）には、同時に４名が資格取得しており、その前後

は、39 年９月１日及び 41 年９月１日に、それぞれ１名が資格取得してい

るなど、同社は、一定期間内に採用した者をまとめて加入させていたこと

がうかがえる。 

   申立期間②について、Ｂ社が保管している労働者名簿から、申立人は当

該期間に同社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、申立人とほぼ同時期に勤務していた複数の従業員につい

て、労働者名簿に記載されている雇入年月日と厚生年金保険の資格取得日

を比較したところ、同日、およそ１週間後、申立人と同様に１か月後とな



  

っているなどさまざまであることから、同社では、厚生年金保険の加入に

ついて、従業員ごとに異なる取扱いをしていたことがうかがえる。 

   また、Ｂ社の事業主は、「当時の事業主は、既に死亡しており、また、

事業所が移転したため、賃金台帳や源泉徴収簿等は保存しておらず、申立

人の保険料控除については不明である。」と回答している。 

   さらに、申立期間①及び②において、申立人が厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無

い。 

   加えて、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2723 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、平成元年 10 月１日にＡ社に契約社員として入社し、２年３月

31 日に退職したが、厚生年金保険の被保険者資格喪失日も同年３月 31

日と記録されているのはおかしいので、記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の在籍証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は同社に

平成２年３月 31 日まで勤務していたことは確認できる。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時の厚生年金保険料は、翌月控除であり、

退職日の月末が休日の場合は厚生年金保険料の徴収は行わず、健康保険組

合の保険料のみ徴収したので、申立人の給与からは、平成２年３月の厚生

年金保険料は控除していない。」旨の説明をしている上、同社の仮受金科

目記入帳においても、申立人の同年３月の厚生年金保険料の受取記録は確

認できない。 

   また、Ａ社で申立人と同様に平成２年３月 31 日に退職した職員も申立

人と同様の厚生年金保険の加入記録となっており、同社の仮受金科目記入

帳においても申立人と同様に同年３月の厚生年金保険料の受取記録は確認

できない。 

   さらに、厚生年金基金の被保険者資格の喪失日は平成２年３月 31 日と

なっていることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年６月ごろから 26 年５月１日まで 

    私は、新聞広告の募集で昭和 25 年６月ごろＡ社に入社し、資料の作

成業務を 26 年５月１日まで行っていた。Ｂ社創設の際に、社長の指示

により、退社、入社の手続も無く同社に移った。同社での厚生年金保険

記録があるのに、Ａ社で勤務した記録が無いのは不自然である。申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に勤務していた場所及び仕事の内容を詳細に記憶し

ており、また、Ａ社とＢ社の事業主は同一であることから、申立人がＡ社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、同僚は、「当時は、すぐ辞める人も多かったため、女性社員は、

３か月ぐらいの見習期間があった。社会保険に加入させるか否かは社長が

決めていた。」と証言している。 

   また、他の同僚は、「私もＡ社に３年間在職していたが、厚生年金保険

期間は１年ぐらいしかない。」と証言している。 

   さらに、申立人は、Ａ社に入社した際、７、８名の女性社員がいたと記

憶しているが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると昭

和 25 年６月時点の女性加入社員は５名であり、数名の女性社員は加入し

ておらず、従業員ごとに厚生年金保険の加入取扱いが異なっていたことが

うかがえる。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿でも申立期間に

おける申立人の氏名は無く、整理番号の欠番も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情等を総合的に



  

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2725（事案 661 の再申立て） 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年３月 14 日から 60 年１月１日まで 

    私は、昭和 59 年 12 月末までＡ社に勤務していたが、52 年３月 14 日

に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、それ以降の加入記録が

無い。 

    今回、再申立てをするに当たり、特に新しい資料などは無いが、Ａ社

は厚生年金保険を脱退したものの、申立期間についても営業しており、

私は給料から保険料を引かれていたはずである。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の家族の証言により、申立人

が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は昭和 52 年３月 14 日付けで厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっている上、申立人は、同年 12 月５日から平成 12 年４月

30 日まで、Ｂ市の国民健康保険に加入していることなどから、既に当委

員会の決定に基づく平成 21 年３月６日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

   申立人は、新たな資料等は無いものの、Ａ社は厚生年金保険の適用事業

所ではなくなった後も営業しており、申立期間について、継続して給与か

ら保険料を控除されていたはずであると主張しているが、これは委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

   このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2726 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月 28 日から 46 年８月１日まで 

    平成９年に社会保険事務所（当時）で年金記録を確認した際に、Ａ社

で働いた分について、脱退手当金が支払われていることを初めて知った。

申立期間について、脱退手当金の支給を受けた覚えは全く無いので、被

保険者期間として年金に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 46 年 11 月５日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2727 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年８月 31 日から 51 年４月１日まで 

    オンライン記録では、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間になっ

ていないが、私は昭和 50 年８月にＢ社を退職し、同社に勤務していた

者６名と共にＡ社を立ち上げた。申立期間にＡ社に在籍し、給与から保

険料を控除されていたことは間違い無いと思うので、当該期間を厚生年

金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間にＡ社に勤務していたことは当時の同社の代表取締

役及び同僚の証言から推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 51 年４月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではな

いことが確認できる上、当時の代表取締役は、「適用事業所となる前の期

間に給与から保険料を控除することはしていないと思う。」と供述してお

り、同僚のうち１名も、「会社が社会保険に加入してから保険料を控除さ

れた。」と供述している。 

   また、Ａ社を立ち上げた同僚６名中３名が、Ｂ社を退職してからＡ社が

適用事業所となるまでの期間である当該申立期間において、国民年金保険

料を納付していることが確認できる。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料が無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2728 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年 11 月１日から 34 年１月 31 日まで 

    社会保険事務所（当時）で、私の年金記録を確認したところ、私がＡ

社に勤務した昭和 27 年 11 月１日から 34 年１月 31 日までの期間の厚生

年金保険被保険者記録が脱退手当金支給済みとなっているが、受給した

覚えはないので、脱退手当金の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 34 年４月 11 日に脱

退手当金の支給決定がなされているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

   また、申立期間に係る事業所の当時の同僚は、「事業主が代わりに請求

した。」と供述しており、当時は通算年金制度創設前であったことを踏

まえると、事業主による代理請求がなされた可能性があるものと考えら

れる。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2729 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月５日から 45 年６月４日まで 

    オンライン記録では、Ａ社で昭和 45 年６月４日に資格取得となって

いるが、私は、42 年９月４日に同僚と一緒にＢ社を退職し、翌日には、

同僚の紹介でＡ社に正社員として入社し、46 年７月ごろに退職した。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは、複数の同僚の証言か

ら推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 45 年６月４日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は、適用事業所でな

いことが確認できる。 

また、複数の同僚は、「新規適用前に給与から厚生年金保険料を控除

されていたかは分からない。」、「社長から社会保険に入る説明を受け

た記憶がある。」と供述している。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2730 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年８月５日から 35 年１月５日まで 

    私は、昭和 28 年８月から 35 年１月までＡ社に勤務していた。Ｃ工事

現場等に直行直帰して電気工事の作業をしていた。また、女子社員が工

事現場まで毎月の給与を届けてくれていたと記憶している。申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間において、Ａ社に勤務していたと述べている。 

   しかしながら、申立人は、「現場へは直行直帰が多く、会社に行くこと

は余りなかった。」と述べているが、当時、現場作業に従事していた者は、

「直行直帰をすることはほとんど無く、会社に出勤してから現場に移動し、

一日の作業が終わったら帰社していた。」と述べている上、申立人は、

「事業所の女子社員が毎月の給与を工事現場まで届けてくれた。」と供述

しているが、当時のＡ社の女性経理担当者２名は、「工事現場に給与を届

けるというようなことは無かった。」と供述している。 

   また、複数の同僚は、当時、Ａ社では社員旅行や登山などの催しが行わ

れ、正社員はほとんど参加していたと述べているが、申立人は催しについ

ては記憶していないと述べている。 

   さらに、申立期間のうち、昭和 32 年９月１日から 35 年１月５日までの

期間については、Ａ社は、32 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、同社の小売部門を独立させたＢ社が 31 年８月 22 日か

ら厚生年金保険の適用事業所となっているが、申立人は、同社については

記憶していないとしている上、同社の健康保険厚生年金保険被保険者原票

にも申立人の氏名の記載は無い。 



  

   このほか、申立人の勤務実態及び保険料の控除をうかがわせる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2731 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年７月から 36 年６月まで 

    Ａ社に入社し、昭和 33 年７月から 36 年６月までＢ県Ｃダムの工事を

していた。その当時の氏名は、旧姓を使っていたので、その点も含めて

調査し、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の具体的な記憶及び同僚の証言から判断すると、期間は特定でき

ないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主によると、「従業員名簿に申立人の氏名が無いため、申

立人は正社員ではなかったと思われる。当時、労務者（機械オペレータ等

を含む。）を傭人
ようにん

、雇員といった資格で雇用し、雇用保険及び健康保険に

は加入させたが、厚生年金保険には加入させていなかった。｣と回答して

いる。 

   また、申立人は、「技能要員であった。」と述べているところ、申立人

の同僚は、「昭和 29 年 11 月にＡ社に入社し、技能要員として働いた。３

年２か月後に登録要員に登用され、厚生年金保険に加入できた。」と供述

している上、申立人と浄水場工事で一緒に働き、同時期にＣダムの建設工

事に携わったとする同僚の資格取得日は、申立人の退職後の 36 年９月 21

日であることが健康保険厚生年金保険被保険者名簿から確認できる。 

   さらに、Ａ社の従業員は「当時、技能要員と登録要員がおり、登録要員

については厚生年金保険に加入させていたと聞いたことがある。」として

いる。 

   加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる資料を保有していない。 



  

   このほか、申立期間における保険料の控除を確認できる関連資料、周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2732 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年４月から同年 11 月まで 

    叔父の紹介でＡ社に入社した。社員は５名ほどであった。昭和 22 年

４月から同年 11 月まで勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の具体的な申立内容から判断すると、期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所となっ

ていない。 

   また、申立人は、「Ａ社は、同じビルの３階に入居していたＢ社の子会

社かもしれない。」と供述しているところ、申立人が名前を挙げた上司、

同僚もＡ社ではなく、Ｂ社において厚生年金保険被保険者となっているこ

とが確認できることから、Ａ社の従業員は、Ｂ社において厚生年金保険に

加入していたことがうかがえる。 

   しかし、上記の上司及び同僚は、Ｂ社において昭和 22 年 12 月１日以降

に被保険者資格を取得しており、申立期間は被保険者となっていない。 

   さらに、Ａ社及びＢ社は連絡先が不明であり、同僚も死亡又は連絡先不

明のため、供述を得ることができない上、申立人は申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる資料を

所持していない。 

   このほか、申立期間について、保険料の控除を確認できる関連資料、周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2733 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年７月ごろから 33 年５月ごろまで 

    私は、昭和 30 年７月ごろから 33 年５月ごろまでＡ社に勤務していた

が、厚生年金保険の被保険者期間となっていない。当時、一緒に働いて

いた同僚は厚生年金保険に加入していて、私も健康保険被保険者証を持

っていたと思うので、私だけ厚生年金保険に未加入というのは納得がい

かない。調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の複数の同僚の証言及びＡ社の同僚に関する申立人の記憶から、

期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人がＡ社の同僚として名を挙げた２名は、同社には

試用期間があったと供述しており、それぞれ入社してから、９か月後、

及び 33 か月後に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認で

きることから、同社では、入社してすぐに厚生年金保険に加入させてい

たわけではないことがうかがえる。 

   また、Ａ社の専務取締役は、「申立期間当時の経理、社会保険の担当者

は既に死亡しており、申立期間当時の資料は保管していない。」としてい

ることから、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認できない。 

   さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を保管していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2734 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年９月８日から同年 12 月８日まで 

    私は、Ａ社に勤務していたが、同社における厚生年金保険の記録が無

いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間のうち、昭和 58 年 10 月１

日から同年 11 月 20 日までＡ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、厚生年金保険の取扱いについて、Ａ社の事業主に確認したとこ

ろ、申立期間当時は入社と同時に加入手続をせず、３か月の試用期間後

に正社員にしていたので、保険料控除も行っていないと回答しており、

さらに、申立人と同時期に入社したとする者から、入社してから３か月

間は厚生年金保険に加入させてもらえず、保険料を控除されていなかっ

たとの供述が得られた。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2735 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月１日から７年 11 月 30 日まで 

    社会保険事務所（当時）から、私の厚生年金保険の記録について、事

実に反して標準報酬月額を引き下げる訂正が行われている可能性がある

との説明を受けた。 

    Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の標準報酬月額

より低い額に訂正されているので、調査の上、訂正前の標準報酬月額に

戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立期間のうち、平成６年５月１日から７年９月

30 日までの期間に係る申立人の標準報酬月額は、当初、６年５月から同

年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年９月までは 59 万円と記録され

ていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７

年 11 月 30 日、以下「全喪日」という。）の後の同年 12 月１日付けで、

さかのぼって 12 万 6,000 円に訂正されていることが確認できる。 

   一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の取締役であったこと

が確認できる上、同社の代表取締役は、「社会保険関係の手続は、経理担

当取締役であった申立人にすべてを任せており、印鑑も預けていた。」と

供述しており、また、当時の複数の従業員は、「申立人は、事実上の経営

者であり、社会保険や経理の責任者だった。」と供述している。 

   さらに、社会保険事務所が行った「不適正な遡及
そ き ゅ う

訂正処理の可能性のあ

る記録のうち年金受給者（約２万件）への戸別訪問調査」の申立人に係る

質問応答書には、「社会保険関係の手続は自分が行っていた。保険料の滞

納があり、管轄社会保険事務所に呼ばれ、保険料は払ったことにするから



  

社会保険を脱退しろと言われ、書類に印鑑を押したと思う。」との記載が

みられることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額処理に同意したも

のと考えるのが自然である。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

社会保険事務の権限を有する取締役である申立人が、自らの標準報酬月額

の訂正処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでないと主張する

ことは、信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録

を訂正する必要は認められない。 

   一方、申立期間のうち、平成７年 10 月１日から同年 11 月 30 日までの

期間については、オンライン記録によると、同社の全喪日より前の、同年

10 月６日付けで、同年 10 月１日に申立人の標準報酬月額を 12 万 6,000

円とする標準報酬月額の改定が行われており、これは、Ａ社の届出による

事実に則した処理であると考えられ、社会保険事務所において不合理な処

理が行われたと言うことはできない。 

   また、Ａ社は既に解散しており、賃金台帳等の関連資料は無く、申立人

も給与明細書等の資料を保管していないことから、申立人が、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認することができない。 

   なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められ

るかを判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、

特例対象者（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合

については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

   仮に、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができた

としても、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定さ

れる「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態で

あったと認められる場合」に該当すると認められることから、当該期間に

ついては、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2736 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から 36 年３月４日まで 

    社会保険事務所(当時)から過去の厚生年金保険の記録が判明したとの

連絡があり出かけたところ、当該期間は、脱退手当金を支給済みとの回

答だった。Ａ事業所については、退職後に一時金を受給した記憶がある

が、Ｂ事業所については、退職後に被保険者証を渡された記憶は無く、

厚生年金保険の被保険者番号も違うはずで受給するはずは無い。また、

申立期間の後に勤務したＣ事業所については厚生年金保険に加入してい

た認識は無い。調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が受給を認めている期間と申立期間は、オンライン記録上、合算

して脱退手当金が支給されたこととなっている上、申立人が受給を認め

ているＡ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿における厚生年金

保険被保険者記号番号と、合算された申立期間に係るＢ事業所及び申立

期間後のＣ事業所における厚生年金保険被保険者記号番号は同一の記号

番号であることが確認でき、ほかに申立人が受給を認めている期間のみ

で脱退手当金を受給していたことをうかがえる事情も無いことを踏まえ

ると、申立期間も併せて受給したと考えるのが自然である。 

   また、申立人が受給したとする一時金の金額と支給決定された脱退手当

金の金額は、ほぼ一致しており、申立期間を含む合算された期間に係る

脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給したこ

とを疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2737 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年５月１日から同年 12 月 19 日まで 

    私は、昭和 23 年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、37 年に退職する

まで継続して勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録では、25

年５月１日に資格を喪失し、同年 12 月 19 日に再取得したことになって

いる。会社を一度退社し、再入社をしたことは無いので、申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の同僚の供述により、申立人が申立期間において、Ａ社に継続し

て勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人は「私は、Ａ社の事業主の親族である。」と述べ

ているところ、申立人と同様に同社が新規適用事業所になった昭和 23 年

５月 21 日に厚生年金保険の被保険者となった従業員のうち、被保険者期

間に欠落がある者が申立人を含めて６名おり、そのいずれの従業員も申立

期間当時の事業主の親族である。 

   また、上記の者のうちの１名は、「社長の指示により、厚生年金保険の

被保険者資格の喪失の処理をしたことがあり、自分も社長に言われて厚生

年金保険の資格を喪失した。」と供述している。 

   さらに、申立期間当時の事業主は、既に死亡している上、現在の事業主

は、「申立期間当時の関係書類は無い。」としており、申立人には、給与

明細などの保険料控除を確認できる資料や保険料控除に関する具体的な記

憶が無く、厚生年金保険料の控除を推認できるその他の関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2738 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年４月から 20 年８月まで 

             ② 昭和 59 年 12 月から 62 年２月まで 

    厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間について

は、加入していた事実が無い旨の回答をもらった。 

    しかし、夫は、申立期間①にはＡ社Ｂ所、申立期間②にはＣ社に勤務

しており、その後の就職の際に作成した履歴書にも、申立期間①及び②

の勤務履歴を記載していることから、当該期間を被保険者期間として認

めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の作成した履歴書の控えに、「昭和 19 年

４月にＡ社Ｂ所会計課入社」と記載されている。 

   しかし、申立期間①うち、昭和 19 年４月から同年 10 月１日までの期間

は、労働者年金保険法の施行時期であり、申立人は、当該期間については、

一般職員として労働者年金保険の被保険者の対象ではなかったものと推認

される。 

   また、申立期間①のうち、昭和 19 年 10 月１日から 20 年８月までの期

間については、Ａ社Ｂ所における労働者年金保険被保険者名簿によると、

19 年４月１日の被保険者資格取得者を最後に、当該期間に被保険者資格

を取得した者はいない。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳においても、申立期間①の

記録は記載されていない。 



  

   このほか、申立人の申立期間①において事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   申立期間②について、申立人は、申立人の作成した履歴書の控えに、

「Ｃ社で昭和 59 年 12 月から 62 年２月までの期間勤務した。」と記載し

ていることから、当該期間に申立人がＣ社で勤務していたことは推認でき

る。 

   しかし、Ｃ社の事業主は、「申立人は、厚生年金保険に加入させていな

かった。」と回答している。 

   また、申立人は、申立期間②のうち昭和 59 年 12 月１日から 60 年 11 月

19 日までの期間は、国民年金に加入している。 

   さらに、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の記録は

見当たらず、整理番号にも欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2739 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年 10 月１日から平成７年 10 月 16 日まで 

    私が勤務していたＡ社では、原則として毎年昇給が実施されていた

と記憶している。しかし、昭和 55 年９月までの標準報酬月額は 18 万

円であったが、同年 10 月からの標準報酬月額は 17 万円に下がってい

る。また、60 年８月から平成元年７月までの標準報酬月額が 48 か月に

わたり 28 万円となっている。上記の期間について特に納得がいかない

が、昭和 55 年 10 月から退職した平成７年９月までの標準報酬月額が

適正であるか調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年９月までの標準報酬月額は 18 万円であったのに、

同年 10 月から標準報酬月額が 17 万円に下がっていることについて納得で

きないと主張している。 

   しかし、Ａ社が保管していた当時の「賃金事項」によると、昭和 54 年

の基本給は 15 万円、55 年の基本給は 15 万 8,100 円となっており、基本

給は上昇していることが確認できるものの、それ以外の手当額が不明であ

るため、給与総支給額及び保険料控除額を確認することができない。また、

申立人とほぼ同年代でほぼ同時期に同社に入社した同僚 11 名の標準報酬

月額を調査したところ、標準報酬月額が従前よりも下がっている期間があ

る者は、多数見受けられる。 

   申立人は昭和 60 年８月から平成元年７月までの標準報酬月額が 48 か月

にわたり 28 万円となっているが、昭和 60 年に職位昇格し、62 年８月か

ら 10 月ごろは給与が 30 万円であったと主張している。 



  

   しかし、事業主は、「当社は外資系であり、毎年、前年の個々の従業員

の業績に応じて給与を決定していた。毎年、必ず定期昇給を行っていたわ

けではない。」と回答している上、Ａ社の当時の関連資料も無いことから、

給与総支給額及び保険料控除額を確認できない。なお、上記同僚 11 名に

ついてみても、48 か月にわたり標準報酬月額が同額となっている者はい

なかったが、36 か月にわたり同額となっている者は複数名見受けられた。 

   また、Ａ社が保管している平成６年及び７年の賃金台帳では、事業主に

より給与から控除された厚生年金保険料に基づく標準報酬月額は、社会保

険事務所（当時）に届け出られた標準報酬月額と同額であることが確認で

きるとともに、同社が保管していた申立人の７年 10 月 16 日の資格喪失に

係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書でも、オンライン

記録どおりの届出がされていることを確認できる。 

   さらに、申立人の申立期間における標準報酬月額は、上記同僚 11 名の

標準報酬月額と比べても、不自然な点は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2740 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年９月１日から 28 年１月１日まで 

    私は、昭和 25 年９月にＡ社に入社し、Ｂ社の下請の仕事を 27 年末ま

で続けた。26 年に失業保険を受給するため、公共職業安定所に行った

記憶がある。雇用保険に加入していれば厚生年金保険にも加入していた

はずなのに、社会保険庁（当時）の記録では、その期間において厚生年

金保険の被保険者となっていない。納得できないのでその期間の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務場所や勤務内容を詳細に記憶していることから、期間は特

定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所と

なっていない。 

   また、申立人が記憶している同僚については、住所や連絡先が不明であ

るため、厚生年金保険料控除に関する証言を得ることができない。 

   さらに、申立人は、Ａ社には昭和 27 年末まで勤務していたと主張して

いるが、26 年４月に失業保険を受給するためＣ駅に行ったとしているこ

とから、申立人が申立期間のうち同日以後の期間に同社に勤務していた

とは考え難い。 

   このほか、申立人の勤務実態及び保険料の控除を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2741（事案 1929 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年５月５日から 33 年６月１日まで 

    年金記録確認神奈川地方第三者委員会から、昭和 33 年６月１日から

34 年 12 月１日までの期間については、認められたが、32 年５月５日か

ら 33 年６月１日までの期間については認められない旨の文書をもらっ

た。 

    しかし、Ａ社に行って在籍について確認したところ、昭和 33 年３月

３日から 34 年４月 20 日までは本採用であったとの回答を得た。 

    また、記憶では 32 年５月５日から働いていた記憶があるので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人のＡ社の入社日は、同社の退

職者名簿には 33 年３月３日と記載されており、このほかに申立人が当該

期間に同社に勤務していたことを確認できる関連資料、周辺事情は無い

ことから、申立人は、当該期間について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年 12 月 28 日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、Ａ社から昭和 33 年３月３日から 34 年４月 20 日までは本採

用であったとの回答を得た上、32 年５月５日から働いていた記憶もある

と主張するが、これらは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできない。 


